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3.4  政策シナリオの実践への支援技術の開発 
3.4.1  社会一体型施策立案手法の提案 
(1) はじめに 

これからの環境問題解決のためには、市民・企業と目標を共有し、合意を図り、連携し

て取り組みを実施していく社会一体型の施策を実施していくことが重要である。また、環

境問題の影響・因果関係が不明瞭な状況の中で、いかに市民・企業と一体となって取り組

みを行っていくか、そのための実施方策が必要である。 

これまで、環境問題は主に大気汚染や水質汚濁などの公害問題であった。そのため、汚

染物質の出所を取りしまるエンド・オブ・パイプ型の対策が有効であり、規制などの行政

主体の対策で効果を上げることが可能であった。しかし、近年問題となってきている地球

温暖化問題やヒートアイランド現象などの環境問題は、利便性や快適性を重視してきた社

会のあり方そのものに起因している問題であり、これまでの規制・助成による行政主体に

よる対策では対応できなくなってきているのが現状である（図-3.4.1.1）。 

また、足尾銅山やイタイイタイ病などの公害問題をはじめとしたこれまでの環境問題で

は、因果関係を把握するまで何も対策を行ってこなかったため、被害の拡大・深刻化を招

いてきた経験を踏まえると、地球温暖化問題やヒートアイランド現象が、その影響や因果

関係についてはいまだ解明中であるとはいえ、その影響・因果関係の調査結果をただ待っ

ていたのでは、対策が後手に回ってしまい、取り返しのつかない危機的状況に陥ることも

十分考えられる。そのため、影響・因果関係が不明瞭であってもなんらかの対策を進めて

いくことが必要である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

図- 3.4.1.1 環境施策の問題意識 

【これまでの環境対策】

公害問題 
・大気汚染     ・水質汚濁 
  ・・・ 行政が

主 体 
・排ガス規制   ・排水規制
  ・・・ 

【これからの環境への取り組み】 

・地球温暖化問題   ・ヒートアイランド現象緩和
・循環型社会の実現 ・自然共生型都市の再生 
  ・・・ 

社会全体
が一体 と

なって行動 

・因果関係が不明 
・社会経済の構造の変革 
・生活・価値観の変革 

・・・

情報不足
と     

緊急課題 
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(2) ヒートアイランド現象の現状と検討 
近年、都市部で特に問題となってきているヒートアイランド現象（以下ＨＩ）対策を一

例として、その影響と因果関係が不明瞭な状況の中で市民・企業と一体となって取り組み

を行っていくための実施方策について検討を行った。 

これまでに考えられていたＨＩ対策を図-3.4.1.2 に示す。ＨＩの原因や因果関係につい

ては現在調査中であるが、対策としては「人工排熱量の低減」「地表面被覆の改善」「都市

形態の改善」などが考えられており、平成 16 年 3 月のＨＩ大綱では「ライフスタイルの改

善」も追加された。また、報告書を読めば、具体的な対策が列挙されている。しかしなが

らその対策について、施策のプライオリティが示されていないため、実際に対策を実行し

 

工場や家庭で使う熱量（人工排熱）の増大

により、直接的に都市の温度が上昇

細塵等による煙霧層による都市の温室化

市内の建造物により増加した気流の乱れ

による熱交換（建物高さの凹凸で上下の空

気が交換され、上空の高温の空気が下降）

都市地表面の人工化（アスファルト、コン

クリート等）による都市の表面温度の高温

化

緑地や水面の減少による蒸発散量の減少

 
人工排熱の増加 

 
都市形態の変化 

 
地表面被覆の人工化 

図- 3.4.1.2 従来のヒートアイランド対策 
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ていくためにはどの対策から実施してゆけばよいのか判断できないのが実状である。この

原因の一つに、ＨＩの影響・因果関係が明確にされていないため対策のプライオリティ付

けを行うことができないことが挙げられる。 

広く公開を目的とした資料中では具体策が提示されていないことは問題である。つまり、

原因「人工排熱量の増加」に対して、対策「人工排熱量の低減」となっている点である。

全体として原因と対策は、「・・・の増加」に対して「・・・の減少」、「・・・の人工化」

に対して「・・・の改善」、「・・・の変化」に対して「・・・の改善」という関係になっ

ており、何ら問題解決の具体的提案が行われていない。 

「人工被覆の改善」、「都市形態の改善」については、行政が主体となって取り組むので

あれば、具体策を提示しなくとも行政が自ら実施することは可能かもしれない。しかし、

「人工排熱の低減」については、ライフスタイルの改善つまり個々の市民・企業の能動的

な取り組みが求められており、可能な限り具体的な対策案を提示することが必要である。 

 

(3) 研究方法 
1) 幅広い学識経験者からなる検討会による検討 

人文社会学系の視点を踏まえた幅広い検討を行うため、自然科学の学識者に加えて、経

営戦略学・経営コミュニケーション学・市民参加手法等の学識経験者、市民・ＮＰＯ代表

者から構成される「ヒートアイランド施策の合意形成に関する検討会」（座長：北矢行男多

摩大学教授）を設置して検討を行った。 

2) ヒートアイランド現象・対策の整理 
ＨＩ現象の影響と対策、調査の進捗状況について把握しておく必要があるため、既存資

料等により現状の把握を行った。その結果を上述の視点に立ち改めて眺めると、ＨＩ対策

の全体像は図-3.4.1.3 に示すように整理される。地表面被覆の改善や都市構造の改善に分

類される対策は、規制等のこれまでの行政主体の対策によって対応可能であるが、人工排

熱の低減に分類される対策は市民・企業の価値観・ライフスタイルの変革なしには対応で

きない対策であることが改めて確認できた。 

図- 3.4.1.3 ヒートアイランド対策の全体像 
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3) 事例収集・ヒアリング 
市民・企業の取り組みを動機付けるために必要な情報を把握することを目的に、企業や

地方自治体の情報提供状況のヒアリング調査、市民・企業の取り組みの動機付けに成功し

た事例収集等を実施し、その結果を踏まえて学識経験者へのヒアリング、検討会における

議論を通して市民・企業の取り組みを動機付ける情報について検討した。 

 

(4) ヒートアイランド対策の新たな視点 
1) 市民の視点の導入 

これまでの行政の考える対策は、科学的・技術的価値観や評価基準から何をすべきであ

るかが考えられている。しかし、実際に行動する市民が何をすべきであるかと考える対策

とは視点が異なっている。市民の視点に立てば、「何ができるか」、「やる気になるか」とい

う視点が重要になる。そのため、行政の打ち出す対策が、行動主体である市民にはわかり

にくく、効果的な実行の促進には至らない。 

ごみ減量化に短期的に成功した名古屋市の事例においても、行政・専門家の考える循環

型社会（図-3.4.1.4 上）では、『天然資源の消費やゴミがどれだけ減量されるか』という物

質の出入り量を抑制することが懸案事項であるのに対し、市民の考える循環型社会（図

-3.4.1.4 下）では、行政の最も重要視する天然資源の消費量やゴミの低減量には関心がな

く、『一生懸命努力した人が報われるか』という公平性を重視している。市民は「ものを無

駄にしない」、「限りなくごみゼロに」といった『身近なところで』環境との関わりを考え

ている。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図- 3.4.1.4 行政の考える循環型社会（上）と 
市民の考える循環型社会（下）（出典：柳下 2)） 
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2) 施策モデルの転換 
ヒートアイランド現象の大きな要因である人工排熱量の削減に関する取り組みにつ

いては、取り組みによる経済合理性や省エネ効果等の観点が動機となり、市民・企業・

行政の能動的な取り組みが期待できるものと考えられる。このとき、市民や企業との十

分な対話の過程を踏み、各取り組みについて市民・企業・行政間で合意が図られないこ

れまでの上位下達型のモデルでは、市民や企業等の能動的な取り組みを促進することは

難しい。 
このため、ヒートアイランド現象の緩和という目標を共有し、かつヒートアイランド

対策に係る取り組みについて合意を図り、その上で市民・企業・行政が連携して取り組

みを実施していく“社会一体型モデル”により取りまとめられた社会一体型施策を展開

していくことが必要である。（図-3.4.1.5） 

 

 

＜従来の行政主体の施策モデル＞ 

  

＜社会一体型のヒートアイランド対策モデル＞ 

 
図- 3.4.1.5 社会一体型施策モデル 



 380

3) 社会心理学的考察 
a) 環境配慮行動の実行に至る要因 

市民・企業の取り組み促進方策を検討するにあたっては、社会心理学における行動変容

プロセスに関する理論を踏まえることは効果的であると考えられる。環境配慮行動に関す

る心理学モデル 3)に、ヒートアイランド現象を当てはめたのが図-3.4.1.6 である。 

このモデルに即した意識変化が起これば、その行動は持続性が高いと考えられる。つま

り、ＨＩがどのくらい悪影響を及ぼすのか、何が原因なのか、何をしたらどれくらい効果

があるのか、といった環境に関する知識を理解することで「ＨＩ対策を実行したほうがよ

い」という目標意図が形成され、その後に、自分にできるか、コストはどれくらいか、社

会から求められているか、といった行動をするかどうかの判断材料が得られることで「行

動をしよう」という行動意図が形成され、環境配慮行動が実行される。しかし、個人的コ

ストがかかる行動では、意識変化が起きても行動が起こるとはかぎらない。逆に環境配慮

とは関係ない手がかりによって行動につながることも多いにある。環境配慮とは関係ない

手がかりとしては、「人気タレントや身近な人が行動している」などの「他者が環境配慮行

動をとっている」との認知などが挙げられる。そのような認知は、やろうと思えばできる

状況にあるという実行可能性評価と社会の中で受け入れられている行為であるという社会

規範評価に繋がる。こうした影響はとりわけ個人にとって心理的に重要な地位にいる他者

から受けやすく、また、個人の持つ社会的ネットワーク内の他者の行動は個人の行動を大

きく左右すると考えられる。したがって、ネットワーク内に当該行動を実行している仲間

がいれば、それを受け入れやすくなることが示されている。 

さらに、一度何らかの環境保全行為が実行されれば、その行動をとるうちに環境情報に

接する機会が増え、意識が変化する可能性も示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 環境についての知識  
 環境リスク認知 

（ヒートアイランドがどのくらい悪い影響を及ぼすのか？） 

責任帰属認知 
（誰が、何が原因なのか？） 

対処有効性認知 
（何をしたら、どれくらい効果があるのか？） 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

行動をするかどうかの判断

実行可能性評価 
（自分にできるかどうか？、簡単か？） 

便益費用評価 
（コスト・利益はどれくらいかかるか？） 

社会規範評価 
（社会から求められている？、しなければならない？） 

【目標意図】 
ヒートアイランド（環境）に  
よい行動をしたほうがよい 

【行動意図】 
ヒートアイランド対策を 

しよう！  

態度→行動

図- 3.4.1.6 環境配慮行動の心理学モデル 
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b) 環境配慮行動の継続の要因 
環境配慮行動が継続されるかどうかについては、行動が実行されるかどうか、とは区別

して考える必要がある。当然のことながら、環境配慮行動には実行されやすい行動と実行

しにくい行動の種類がある。環境だけを目的に行動している人はごく少数であり、まずは

個人的な利益につながるものが実行されやすい。また、意識的・規制的にやることにより、

しなければルール違反になるなどの「負の強化」ではなく、社会的利益への貢献が実感で

きるといった「正の強化」に発展していくことも考えられている。 

環境配慮行動に関する取り組みの「開始」と「継続」にはそれぞれ抵抗感が存在してい

る。（図-3.4.1.7(1)）この図の縦軸の指標である抵抗感とは、費用面や環境配慮行動のため

にどれだけの作業が生じるか、また環境配慮行動への理解度や周囲の人々が行動している

かどうかの心理面などによって形成される。 

環境配慮行動に対する取り組みへの抵抗感には大きく分けて２つのタイプがあり、省エ

ネ家電の購入や屋上緑化の実施などのように行動開始時には大きな抵抗感があるが、一度

環境配慮行動を行ってしまえばその後は特に環境に対して意識をしていなくても効果が持

続していくもの（図-3.4.1.7(2)上）と、冷暖房に頼らない生活を行うことや公共交通を利

用するなどのように行動開始時にも大きな抵抗感があるが、その後環境配慮行動を継続し

ていく際にもかなりの抵抗感が生じるもの（図-3.4.1.7(2)下）がある。つまり、環境配慮

行動を普及させるには、①行動前の心理的負担感を低下させること、②持続時の心理的負

担感を低下させることが重要となってくる。前者については光熱費の節約効果や地球環境

負荷軽減への貢献度をアピールするなど取り組みによるメリットを情報提供していくこと

などが考えられる。また、後者についてはそれに加えて、環境配慮行動の理解度を高める

広報の実施やシンポジウムやイベントの開催を通して環境に関する教育・啓発の実施や、

幼児期での環境教育、環境をテーマにしたドラマ・アニメの制作・放映等を通して環境に

対する価値観の変革を促す情報を提供を継続して行っていくことが必要となる。

環境配慮行動の開始

時 には、大 きな抵 抗

感がある

環境配慮行動の継続

（持続）には、抵抗感

がある 

図- 3.4.1.7(1) 環境配慮行動に対する抵抗感 
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【環境配慮行動の例】 

大きな抵抗感がある行動 
・省エネ家電を購入する 
・低公害車を購入する 
さらに大きな抵抗感がある行動 
・屋上緑化・壁面緑化を行う 
・環境配慮住宅を購入する 

【環境配慮行動の例】 
・冷暖房に頼らない生活を送る 
・自然エネルギーを積極利用する 
・地方都市へ移住する    など 

【環境配慮行動の例】 
・電気をこまめに消す 
・公共交通を利用する 
・ISO14000を導入する など

図- 3.4.1.7(2) 行動開始時に大きな抵抗感がある環境配慮行動

（上）と行動継続時に大きな抵抗感がある環境配慮行動（下） 
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(5) 促進方策の提案 
以上までの留意点を踏まえると、ＨＩ対策の促進方策の考え方としては、ＨＩそのもの、

対策による効果・因果関係が情報不足により不明確であること、人々が環境配慮行動を「面

倒」と感じていることなどを考慮し、ＨＩ対策への市民・企業・行政が一体となった取り

組みを推進していくことを前提とした環境配慮行動の協力要請を行っていくことが必要で

ある。よって、「Ａ．人々の環境に対する理解度を考慮する」、「Ｂ．「人々の関心・興味（ニ

ーズ）のある取り組みに着目する」、「Ｃ．人々の普段の生活で、無意識に取り組んでいる

ことを応援（支援）する」という３つの観点より環境配慮行動を促す効果的な協力要請手

法について検討を行う。（図-3.4.1.8） 

 

人々の関心・興味（ニーズ）

のある取り組みに着目する 

人々の普段の生活で、

無意識に取り組んでいる

ことを応援（支援）する 

環境配慮行動を促す効果的な協力要請手法を検討する 

(Ｂ) (Ｃ) 

人々の環境に対する 

理解度を考慮する 

(Ａ) 

図- 3.4.1.8 ヒートアイランド対策の協力要請の検討方法 
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1) 人々の環境に対する理解度を考慮する 
現在環境配慮行動として一般的に、「電気はこまめに消しましょう」、「冷暖房の温度設

定を適正にしましょう」、「アイドリングストップを心がけましょう」などについて、パン

フレット・インターネット等を通じて統一的・画一的に広く情報提供がされている。これ

らの行動は一度だけ行うのであれば簡単な行動である。しかし、その後も継続して行うと

なると大変面倒である。一方社会には「環境配慮行動の重要性を理解し、率先して行動し

ている人」、「環境配慮行動の重要性を理解しつつも、何をしたらいいのか分からない人」、

「環境に対する意識の低い人」など環境配慮に対する意識レベル・行動レベルに大きな違

いがある人々がいるため、このような「面倒な」行為は常に環境配慮の意識を持っている

人でなければ継続は期待できない。 

したがって、このような統一的・画一的な情報提供では、環境に意識のある人にしか伝

わらず、他の意識レベルの人に行動を促すためには、明確に対象者を意識し、対象者に敬

意を表したコミュニケーションを行わなければならない。 

そこで、前述の社会心理学の観点を考慮し、ヒートアイランド現象における環境配慮行

動を継続するときに求められる「①行動前の心理的負担」を「環境配慮行動の理解度」と

し、「②持続時の心理的負担感」を「環境配慮行動を持続するために要する努力」として解

釈してＨＩ対策を図-3.4.1.9 のように分類した。人々の環境に対する意識には理解度の低

い人から高い人まで差がある。環境配慮行動に関する協力要請を行っていく際には、その

意識差に応じて行うことが効果的であると考えられる。 

例えば、省エネ機器等の環境に配慮した製品の購入は、「購入」という行動自体は一過

性のものであるが、購入時に長期的な経済的メリット・短期的デメリットや環境への影響

等の簡単な説明を受けることで環境に対する理解度が低い人でも行動を実行する可能性が

あり、一度購入（決断）すれば、環境への意識を常に意識することなく、その後の環境負

荷低減効果は持続するものである。また、「環境によいものを購入した」という意識は、環

境配慮の価値観醸成に貢献すると考えられ、環境配慮の価値観がなければ実行できない行

動の実行にも繋がっていくと考えられる。 



 385

 

図- 3.4.1.9 ヒートアイランド対策における意識・理解度による取り組みの分類 
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2) 他者からの評価による環境配慮行動の促進 
ＨＩ対策には、市民一人ひとりの行動が必要な取り組みが多いものの、「面倒である」

とされ、持続的な取り組みに結びつきにくいのが現状である。しかし、環境配慮を意識し

ているわけではないが普段行っている行動、あるいは行いたいと思っている行動の中には

環境保全につながる行動が多く含まれている。そのような日常行動を「環境保全に役立つ

行動である」と評価・認識することで、環境意識を醸成し、その行動の継続、さらには他

の環境配慮行動の実行へと期待できる。 

a）人々の関心・興味（ニーズ）のある取り組みに着目する 

効果的なＨＩ対策として取り上げられている「屋上緑化」、「低公害車の導入」、「地方都

市への居住」などは、言い換えれば「ガーデニングを楽しみたい」、「車の維持費を節約し

たい」、「自然の中で快適に暮らしたい」など、そもそもＨＩ対策とは無関係の次元で人々

が欲しているニーズとして存在している。（図-3.4.1.10） 
こうした、取り組み主体である人々の素朴な関心・興味（ニーズ）にフィットした取り

組みをＨＩ対策として取り上げることで、人々のニーズを満足し、ＨＩ現象緩和にも寄与

することができる。 
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図- 3.4.1.10 市民・企業の関心・興味（ニーズ）のある取り組み例 
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a) 人々の普段の生活で、無意識に取り組んでいることを応援（支援）する 
「すだれやよしずを利用する」、「植木に水をやる」、「気に入ったものを長く使う」など

は、取り組み主体である人々が日常生活の中で、環境に対する意識とは関係なく習慣化し

ている行動であるが、環境の側面から捉えれば、環境負荷を低減する取り組みでもある。

しかし、市民自身は、何気ない行動が環境保全に役立つことに気づいていないことが多い。

そのため、日常の行動が環境保全に資するという認識を形成することが重要である。 
ここでは、普段の生活に定着している行動の中から「環境によい取り組み」を抽出し、

整理を行った。 

ｱ) 文化～風土にあった暮らし方～ 
地域の気候や風土に根ざした文化には、環境負荷が少なく、快適に過ごすことができる

先人の知恵が受け継がれている。温故知新の精神で、新しいスタイルとして生活に取り入

れていくことが普及の鍵となる。（図-3.4.1.11） 

 

【取り組みの例】     【環境保全効果】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
↑よしず                 ↑昭和 50 年代の路地裏の園芸と打ち水風景    ↑生け垣 

 （出典：「京都まにあ」ホームページ）  （出典；もう取り戻せない昭和風景｢布川秀雄｣）   （出典；（財）柏市みどりの基金ホームペ

ージ） 

【認識・継続支援策の例】 
・テレビ番組、地域イベントを通じた、取り組み方法・環境保全効果の紹介 
・多数の市民の参加により環境保全効果を検証する、ゲーム性のあるイベント開催  

（⇒事例：大江戸打ち水大作戦） 
 

・簾やよしずを利用する 
・軒先に蔓（かずら）や朝顔を植える 
・打ち水をする 
・和装（浴衣、甚平）を着る 
・むしろやござ、風鈴等で清涼感を得る 
・ブロック塀を生け垣に変える 

 
夏の暑さが和らぎ、冷房の利用が減るこ

とによる省エネルギー化 

図- 3.4.1.11 人々の日常行動における環境配慮行動例（その 1） 
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ｲ) 趣味～楽しくできる継続性の高い取り組み～ 
趣味は、環境によいかどうかに関わりなく、継続できる取り組みである。環境によいと

いう認識の形成は、より活発な取り組みや、取り組みの輪の拡大につながると考えられる。

（図-3.4.1.12） 

 

【取り組みの例】   【環境保全効果】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

   ↑マンションのバルコニーガーデン              ↑旧・秋田商会屋上庭園全景 

    （出典：東邦レオホームページ）     （出展：「Landscape & Greenery 2005」（インタラクション・ 

環境緑化新聞）） 

【認識・継続支援策の例】 
・趣味(＝環境配慮行動)がもたらす効果を定量的に示した情報の提供 
・「ガーデニングコンテスト」など、社会的評価によるやる気・やりがいの増進 
・市民農園、歩行者専用道など、趣味に取り組むことができる施設・設備の整備 

 

・ガーデニング・家庭菜園で植物を育て

る 
緑化がもたらす気温低下効果で冷房の

利用が減ることによる省エネルギー化 

・ジョギング、散歩 
ガソリンや電力を消費しないことによ

る大気汚染防止、省エネルギー化 

図- 3.4.1.12 人々の日常行動における環境配慮行動例（その 2） 
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ｳ) シンプルライフ～無駄をなくした、ゆとりある生活～ 
シンプルライフは、時間や空間にゆとりを持って洗練された心豊かな生活を送ることを

追求するものである。お金のために我慢して節約するのではなく、最小限のものですっき

り暮らし、自分の好きなことに時間やお金を割くことで身の丈に合った居心地の良さを作

り出していく生活スタイルは、結果として無駄な消費を減らし、環境負荷軽減につながる。

（図-3.4.1.13(1)、図-3.4.1.13(2)） 
 

【取り組みの例】      【環境保全効果】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・気に入った良質のものを長く使う 
・マイ○○（マイバッグ、マイカップ等）

を買い物・飲食に持参する 
・近場の外出に自転車を利用する 

 
無駄をなくし、リユース、リサイクルす

ることによる資源・省エネルギー化 

←長く使える良いものを提供する 

（出典：Patagonia 2004 Spring カタログ） 

↑カップ持参による割引サービスがあ

るコーヒー店のオリジナルタンブラー 
（出典：スターバックスプレス vol.04） 

←スーパー独自の 

 エコロジーバッグ 
（出典：紀ノ国屋 HP） 

環境にやさしく、長持ちする衣服の例 

無駄のない生活を支援するツールの例 

取り組みのきっかけづくりと継続を支援するツールの例 

↑マイバック持参を推進するポイントカード 

（出典：杉並区 HP） 

図- 3.4.1.13(1) 人々の日常行動における環境配慮行動例（その 3） 
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▲高いデザイン性と機能を持つ折り畳み自転車（出典：「ストライダ」HP） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【認識・継続支援策の例】 

・メディア等を通じた、シンプルライフの取り組み紹介 
・高いクオリティとファッション性、低環境負荷を併せ持つ製品の PR 
・マイ○○持参によるポイント制・割引など、達成感を得られる仕組みの導入 
・自転車や徒歩で外出しやすい道路空間の整備 

 

折り畳み自転車「ストライ

ダ」 
主要スペック 
 
組み立てた状態： 

 1030(h)×1240×500mm
たたんだ状態： 

1080(h)×590×360mm
ホイールベース：883mm  

(12 インチホイール)
重 量：約 10.0kg 

積極的な公共交通の利用を支援するツールの例 

田舎暮らしを支援する情報提供の例 

←田舎暮らしを始める際の住まいや 

  農業の技術等の情報を提供 
（出典：ダイワハウスホームページ） 

↓田舎暮らし魅力を伝える情報提供 
（出典：日本テレビホームページ） 

図- 3.4.1.13(2) 人々の日常行動における環境配慮行動例（その 3） 



 392

(6) まとめと今後の課題 
社会（市民・企業）と一体となって環境問題に取り組んでいくためには、（１）市民の

視点を考慮した施策モデル、（２）社会心理学を応用した取り組み促進方策を考えていくこ

とが効果的であることがわかった。 

今後は、市民等の取り組み促進方策の実施主体である地方自治体と協力し、今回提案し

た促進方策の効果について、検証を行っていく。 
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3.4.2  地域との協働による自然共生型社会の実践 

(1) はじめに 
我が国では、戦後急激な人口増加や社会経済の発展、生活様式の変化等が生じたことに

より、水循環、物質循環、生態系といった自然のシステムが損なわれ、水環境の悪化や生

息生物の多様性の低下等様々な環境問題が生じ、人の生活環境も劣化してきた。このよう

な国土環境の問題を解決し、自然の恵みが感じられる豊かな生活環境を形成するためには、

行政主体の取り組みだけでは不十分であり、その地域の特性に応じて、効率的な施策を総

合化するとともに、地域住民の積極的な参画を受け、官民一体となって施策や活動を長期

的視野のもと推進していくことが不可欠と考えられる。このため本調査では、行政と市民

を国土環境再生のための両輪と捉え、行政と市民が主体性を維持しつつも、連携しながら

国土環境を改善していく社会システムについて検討する。 

近年においては、各地で民間団体を中心とした自然再生、地域再生等の活動が盛んに行

われており、優れた成果を挙げている活動事例も見られる。そこで、民間団体を多くの市

民の社会参加を促すシステムの一形態と見なし、その機能について調査し、「自然と共生す

る国土（自然共生型流域圏・都市）」という視点から、真に豊かな生活を実現できる国土・

社会のあり方について検討する。 

 

(2) NPO による地域活動による環境再生の実態調査 

1) 民間団体が市民の社会参加を支援する仕組み 
 民間団体が市民の地域活動への参加を促し、効果的な活動を可能とするためには、 (a)
住民・関係者の地域活動参加への動機付け、 (b)民間団体による継続的活動を支える仕組

みづくり、(c)民間団体と行政、企業、他団体等との交流・連携等を適切に行う必要がある。 
これらについては、個々の団体がそれぞれ独自の工夫をしており、これらノウハウを把

握することは、官民の連携による国土管理のあり方を検討する上でも有用と考えられる。 
このため、活動実績等から活発に活動が展開されている 8 団体を対象として取り上げ、

それら団体について WEB 等による情報収集や聞き取り調査を行うことにより、上記の視

点から独自の工夫を整理した。対象とした団体は表- 3.4.2.1のとおりである。 
 
2) 市民参加における民間団体の機能・ノウハウの整理  
a) 住民・関係者の動機付け 
①分かりやすく、共感しやすいスローガンの提示 

 市民の参加を促すためには、多くの市民の関心・興味を引きつけることが重要であり、

その活動が何を目指しているのかを分かりやすく、実感しやすい形で提示することが効果

的である。 
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表- 3.4.2.1 調査対象とした民間団体とその活動概要 
団体名称（略称） 主な活動概要 

(NPO)水環境北海道 
（北海道） 

石狩川や千歳川において、「北海道Ｅボート大会」（交流事業）、
「千歳川・かわ塾」（環境学習、人材育成）、「千歳川ウェルカムサ
ーモンクリーンリバー」（河川清掃）、「石狩川 300 万本植樹」（交
流活動、自然再生）などの多様な取り組みがなされている。また、
オイル汚染の吸着マットの開発やカミネッコン（バイオブロック
工法）などの環境関連商品の開発や活用にも積極的である。 

(NPO)アサザ基金 
（アサザ） 

「100 年後の霞ヶ浦にトキを甦らせよう！」をキャッチフレーズ
として、水生植物であるアサザの育成を図る「アサザプロジェク
ト」に取り組んでいる。プロジェクトでは、流域の学校児童の参
加を促し、アサザの里親や植栽活動の展開を図っている。また、
粗朶材の活用を通して、流域の里山管理を進めている。その他、
学校ビオトープや地域ビオトープでの育成を図り、環境学習にも
力を入れている。 

(財)トトロのふるさ
と財団（トトロ） 

狭山丘陵の保全・再生のためにＮＰＯが中心となって、ナショナ
ルトラスト運動を展開している。また、キャンペーンのキャラク
ターやイメージが誰にも分かりやすく、幅広い層から募金が集ま
るとともに、行政も呼応した事業を展開している。また、狭山丘
陵全体をエコミュージアムとするための調査研究も実施してい
る。さらに、企業との共同企画として、丘陵周辺のウォーキング
イベントも行っている。 

(NPO)荒川流域 
ネットワーク 

（荒川） 

荒川流域の約 60 団体が加盟している連携型の団体であり、「荒川
流域一斉調査」（水質調査）や「リバーレンジャー研修会」（人材
育成）、三つ又沼ビオトープにおける市民主体の維持管理、環境保
全のための施策提言、エコ商材の販売による活動資金の捻出など、
多様な取り組みを行っている。 

(NPO）全国水環境交流
会 

（交流会） 

水辺に関わる「産・官・学・野（市民）」の幅広い人たちが交流し、
ノウハウや情報の交換を行い、人と情報のネットワークを形成す
るために、全国「川の日」ワークショップやシンポジウム、交流
会等の企画運営を行っている。 

(NPO）鶴見川流域 
ネットワーキング 

（鶴見川） 

鶴見川流域で活動する市民団体のネットワークであり、流域の環
境保全・再生のための流域各地で環境保全や管理の諸活動の取り
組みを促進させている。主な活動としては、「鶴見川いき・いきセ
ミナー」（市民講座）の開催や「鶴見川流域クリーンアップ作戦」
などの取り組みが挙げられる。また、流域各地の環境改善の提言
を行いながら、水循環の健全化等を目的とした諸計画の策定にも
参画している。 

(NPO)新町川を守る会
（新町川） 

会所有の船を活用した川の清掃活動や、遊覧船（ｸﾘｰﾝﾘﾊﾞｰ号）の
運航など船を中心とした活動が活発である。また、その他にも吉
野川フェスティバルといったイベント活動や水源地域における森
林維持管理活動なども行っている。 

(NPO)筑後川流域 
連携倶楽部 
（筑後川） 

筑後川流域圏における地域連携を図るため、主な活動として「筑
後川フォーラム 集まれ SOHO 筑後川」（情報交換、人材育成）の
開催や「筑後川フェスティバル」等のイベント活動、「カッパマネ
ー」（地域通貨）や「筑後川カード」（クレジットカード）の発行
などが挙げられる。 

（NPO）：NPO 法人、(財)：財団法人 
 



 395

・「100 年後トキが舞う霞ヶ浦、北浦を！」という夢のある目標を打ち出すとともに、生態

学の裏付けを有する段階計画を示すことにより、目標に対する現在の活動の位置づけを明

示し、市民の参加意欲を高めている（アサザ）。 
・アニメの中の情景やキャラクターのイメージが、丘陵の保全・再生のイメージと重なり、

市民による活動への共感を生み出す（トトロ）。 
②環境教育等による市民の啓発 

 持続可能な社会の形成のためには、社会全体がこれまでの価値観を見直し、自然の恵み

を重視する社会へ体質改善することが必要となる。このような働きかけとして、環境教育

を通じて、児童に環境保全の重要性を体感させることも重要である。 
・小学校等との連携によるアサザの移植を通じた環境教育（アサザ）。 
・無料遊覧船の運行、ゴミ拾い等のボランティアを粘り強く継続することにより、地域の

意識が変化し、地域のマナーの改善や参加者の増加が見られている（新町川）。 
③市民が参加できる機会の提供と活動の PR 

 多様な活動、イベント等を多数展開することにより、多様な志向をもった市民が参加し

やすい機会を提供する。また、活動趣旨や参加機会を常時情報発信することにより、市民

との接触機会を増やすことも重要である。 
・ゴミ拾い、植樹、環境学習等活動、E ボート大会、シンポジウム等イベントを開催（全

団体）。 
・HP、会報、出版物等による広報（全団体）。 
④市民の参加を容易にするツールや施設の整備 

 活動を支援する技術の開発や施設を整備することにより、市民の参加を促進する。 
・学識者等との連携によりカミネッコン（写真- 3.4.2.1参照）を開発・普及することによ

り、植樹作業が容易になり、植樹参加者の幅が広がるとともに、植樹効果も高まった（北

海道）。 
・自然学習、治水、市民活動等を総合的に学べる「鶴見川流域センター」が設立され、市

民参加や環境学習の促進が図られている（鶴見川）。 
 

 

写真- 3.4.2.1 カミネッコン 
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b) 継続的活動を支える仕組み 
①資金の確保 

 過度にボランティアに依存したものとせず、継続的な活動を可能とするためには、一定

の資金の確保が必要となる。基本的には会費で確保されているが、行政からの支援や商品

販売等による資金確保がなされている。 
・行政、基金等からの資金助成（全団体）。 
・水グリーン、水質検査キット、生分解プラスティック等環境保全商品の販売による活動

の展開と活動資金の捻出（荒川）。 
・作者の協力のもと、キャラクターグッズの販売による活動資金の補充（トトロ）。 
②経済原理の導入による活動の活性化 

 経済原理を活動に導入し、商品やサービスの循環の中で活動を展開する方法も試みられ

ている。 
・粗朶材の流通を通じた、森林管理、粗朶材の流通、湖岸再生活動の循環を形成(アサザ)。 
・ボランティアの対価を地域の産品やサービス等に結びつけ、環境保全活動と地域活性化

を有機的につなぎ、相互発展させるための地域通貨（写真- 3.4.2.2）の導入の試み（筑後

川）。 
 

 
写真- 3.4.2.2 カッパマネー 

 
③労働を楽しみに変える発想の転換 

 苦痛を伴う作業も、取り組み方や心持ち次第では、市民が進んで行う楽しい活動になり、

参加者の増加や活動の継続性の強化が期待できる。 
・会費（個人 3 千円、法人 3 万円）を支払った者には、河川清掃に参加する権利を与える

という逆の発想で多くの参加者を集めている（新町川）。 
④人材の確保・育成 

継続的かつ発展的な活動を可能にするためには若い世代の参加が必要であり、セミナー、

講習会等を通じた人材の育成、参加機会の提供が重要。 
・「千歳川かわ塾」による川を守り育む人材育成（北海道）、「リバーレンジャー養成講座」

による川の指導者養成（荒川）、「鶴見川流域人大学」による市民活動のリーダー養成（鶴

見川） 等 

見本 
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c) 行政・企業・他団体等との連携 
①行政との連携・交流・対話  

 行政との交流・連携は、有益な情報や意見の交換ができ、活動の相乗的な効果を生み出

すことが可能となる。また、市民の窓口として行政と対話することにより、市民による円

滑な政策議論への参加が可能になる場合がある。 
・関係市町村、行政機関との共同によるイベント開催、調査、活動の実施等（全団体）。 
・丘陵開発について行政に対して、市民側の意見をとりまとめ提示する市民窓口の役割を

果たしている（トトロ）。 
・生物多様性モデル地域計画、流域水マスタープラン策定、都市計画マスタープラン等の

政策検討への参加（鶴見川）。 
②企業等との連携 

 企業等との連携は、企業等が有する人手、技術力や資金力による活動の発展・展開が期

待できるとともに、一方企業等にとっても、環境の改善による便益や環境活動に携わるこ

とによるイメージアップ効果等が得られるため、相互補間による活動の活性化が期待でき

る。 
i)技術開発 
・森林組合とオイル汚染吸着マットを開発し、売り上げ資金を活動に利用（北海道）。 
・民間企業とモニタリングシステムを共同開発し、環境監視や環境教育に活用（アサザ）。 
ii)互いの利得の相互補間 
・漁協、農協、石材組合、森林組合、学校等による活動の支援と、活動に伴う環境改善効

果、環境教育の場の提供（アサザ）。 
・鉄道会社の広報・輸送力による市民への働きかけと移動手段の確保、鉄道会社は丘陵地

の誘因力を集客に利用（トトロ）。 
iii)他団体との交流・連携 
 他の民間団体等と交流・連携を図ることにより、互いの活動の効率性や効果が相乗的に

高まったり、情報・意見交換、技術支援、切磋琢磨を通じて、互いの能力を高めることが

できる。 
・活動、イベント等の共同実施（全団体）。 
・川の日ワークショップでは、官民を問わず全国から川づくりに関心をもつ参加者が多数

集まり、それぞれのアイデアや取り組みを競い合うとともに、ノウハウの共有化を図る（交

流会）。 
・組織そのものが複数の団体で構成されており、互いの協力、意見交換等が図れる（北海

道、荒川、鶴見川、筑後川）。 
 
3) 民間団体の課題 
 表- 3.4.2.2に示す、水環境北海道、荒川流域ネットワーク、全国水環境交流会、新町川

を守る会を含む全国 19 の民間団体の代表者との意見交換の場において、民間団体側より

以下の論点が示された。 
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表- 3.4.2.2 意見交換を行った民間団体 
 
 
 
 
 
 
① 現在のような会費収入だけでは運営に限界があり、受託事業等を行い資金を確保する必

要がある。このため、民間団体として技術的信頼性の確保、責任体制の充実、実績の積み

重ねを図る必要がある。また、活動についてビジネス化を図るという考えもある。 
②民間団体創成期には、強力なリーダーシップと魅力をもったトリックスターが献身的に

活動を引っ張ったが、世代交代の時期を迎え、新たなリーダーの要請又は特定のリーダー

がいなくとも活動が進められる仕組みが求められている。 
③官設民営型の施設が見られるが、民間団体理念や行政との費用負担、役割分担を明確に

しておかないと、下請け団体と見なされる恐れがある。 
 活発に活動を展開している NPO 団体としても、資金面、人材面からの活動の継続性、

社会的な位置づけ・アイデンティティーの確立について潜在的な課題を感じていることが

明らかとなった。 
 
4) 今後の課題 
 NPO による地域活動について事例調査を行い、多くの市民による主体的な社会参加を促

すための、民間団体の機能や運営上のノウハウ等について整理し、環境再生に向けての住

民の持続的な取り組みを展開するための仕組みについて検討した。例えば、筑後川流域に

おけるエコツーリズムは、①自然と触れあう機会を通じて、自然の価値や自然と触れ合う

ことによる恩恵を再認識し、自然を志向する社会への体質改善を図る。②ボランティアに

とどまらず、活動から得られる対価を活動に還元する仕組みを構築する等、持続的な取り

組みがなされるための有効な仕組みが働いており、有益な示唆が得られた。また、民間団

体として、運営資金の確保や運営体制の強化、民間団体としてのアイデンティティーや社

会的認知の確保について課題を抱えていることも明らかとなった。 
 行政として、民間団体の社会的役割や行政との役割分担、民間団体の社会的責任のあり

方とその担保方法等について整理し、適切な連携を推進すべきと考える。 
 
(3) 自然共生型国土の実践に向けて 

今日、都市における水環境、生物生息生育環境、都市熱環境等環境の悪化は、特定の活

動や汚濁源によるものというよりも、個々人の生活や企業活動等社会総体による水、エネ

ルギー、資源等の大量消費・排出や、市街化に伴う植生分布や地表面構造の変化等都市や

社会の存在自体に起因するものが大きな割合を占めるようになり、根本的な問題解決のた

めには、行政や市民団体等による国土・都市構造の再生とともに、人々のライフスタイル

全国水環境交流会、(NPO)新町川を守る会、緑川の清流を取り戻す流域連絡会、エコロ
ジー研究会広島、(NPO)豊前の国建設倶楽部、五ヶ瀬川流域ネットワーク、旭川流域ネ
ットワーク、江の川流域総合研究所、(NPO)水環境北海道、北上川流域ガイア展勝の会、
(NPO)帯広NPO28サロン、(NPO)北上川流域連携交流会、(NPO)水環境ネット東北、(NPO)
新潟水辺の会、(NPO)荒川流域ネットワーク、多摩川源流研究所、九州流域連携会議、
久茂地川フェスティバル実行委員会、(NPO)近畿水の塾 
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や社会システムについても改善していく必要がある。 
そこで、自然と共生する国土の再生を進めるためのビジョンやプロセスの提示によって、

各地域にあったビジョンが地域の主体により実行されることが必要である。これにより多

大な環境負荷となっている人の生活や社会システムが、物質的な豊かさ、利便性・快適性

等を享受しつつ環境負荷を軽減し、自然システムが健全化されることで、自然が人や社会

にもたらす様々な機能・恩恵を増進させることができる。またそのような自然との触れ合

いに、安らぎ、喜び、生き甲斐等の新たな価値を見出すことにより、さらに満足度の高い

生活の実現を図るとともに、そのための社会的な好循環が形成されていくこととなる。 
自然共生型国土再生の実現に向けた具体的な取り組みとしては、表- 3.4.2.3に示すよう

な(1)都市構造の改変、(2)里山・水田等の管理の適正化・強化、(3)生活・社会活動から生

じる環境負荷の緩和・削減等を、自然システムの健全化の視点から、総合的・効率的に実

施する必要がある。一方、個々人に対して、 (a)費用負担、(b) 環境改善活動への参加、(c)
利便性・快適性の減少の容認、(d)自然現象との共存等を負担することも必要となるため、

これらの取り組みを持続的に実施するためには、社会的負担に勝る豊かな生活ビジョンの

提示や、ビジネス化等の社会的好循環を形成するための、仕組みづくりが必要となる。 
 

表- 3.4.2.3 自然共生型流域圏・都市再生のための取り組みとその負担 

 
(4) 自然共生型社会の実践に向けた仕組み作りの方向性 

自然共生型流域圏・都市再生においては、関係主体間で地域や生活の将来ビジョンにつ

いて合意が得られた上で、自然環境を再生する一方で、個々人の行動の転換を促す取り組

みを実施していく必要がある。これらは、短期間では関係主体の高いモチベーションに依

存することも可能かもしれないが、持続的な取り組みを展開するためには、インセンティ

ブを形成したり、取り組みを支援するような仕組みづくりが重要になる。以下、そのよう

な仕組みづくりの視点について、既往事例等を参考にしながら提案する。 
① 自然の価値の再認識 
都市における自然がほとんど失われてしまった現代において、自然との触れ合いから得ら

取り組み内容 取り組みに伴う負担等 
(1)都市構造の改変 
・市街地における緑地、オープンスペース、河川・

水辺の再生及びこれらのネットワーク化 
・雨水貯留浸透施設の整備 
・都市のコンパクト化  
(2)里山・水田等の管理の適正化・強化 
(3)生活・社会活動から生じる環境負荷の緩和・削

減 
・下水道、浄化槽等の汚濁処理システムの整備 
・家庭における節水・節電・家庭雑排水対策等 
・公共交通機関の利用（マイカー利用の自粛） 
・環境保全型農業の実施 

(a)費用負担 
・都市構造の改変、インフラ整備、里山・

水田管理・環境保全型農業等に係わる助成

費用 
(b)環境改善活動への参加 
・都市内の自然再生等に係わる労力 
・里山・水田管理等に係わる労力 
(c)利便性・快適性の減少の容認 
・マイカー利用自粛による利便性減少 
・冷暖房の利用自粛による快適性減少 
(d)自然現象との共存 
・自然変動の許容（災害の一部受認） 
・雑草や虫等の自然物との共存 
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れる喜び、心地よさ等を知らない都市住民が増えており、そのことが物質的な豊かさや利

便性等を志向するという社会の悪循環ともなっている（図- 3.4.2.1参照）。 
このため、子供のみならず大人も自然と触れあう機会を通じて、自然の価値と健全な自

然と触れ合うことによる恩恵を再認識し、自然を志向する社会への体質改善を図ることが

重要である。このため、水辺、里山等における自然教育の場の整備、優れた指導員の育成、

エコツーリズム等プログラムの充実等による自然教育の普及・強化が効果的である。 

都市における自然
及び自然との触
れ合いの喪失

自然の恩恵、価値
の認識希薄化

物質的豊かさ、人
工的な利便・快適
性の志向

自然環境への
負荷増加

社会的悪循環

 
図- 3.4.2.1 現代社会の悪循環 

 
② 活動対価による民間活動の持続性強化 

 自然環境の保全・再生等は従来行政によるものや民間のボランティア活動によるものが

ほとんどであったが、資金面や労力確保から活動の持続性を強化したり、参画主体の底上

げ等を図っていくため、活動の特性に応じて、活動から得られる対価を活動に還元する仕

組みづくりをすることも有効である。例えば、エコビジネスとして体験学習に参加する参

加者から参加費を徴収する方法が考えられる。すなわち、河川再生や里山管理等自体を体

験学習の教材にすることにより、特段のボランティア意識を有しない幅広い主体の活動参

加が可能になるとともに、収益を確保できれば運営主体の持続性も強化されることとなる。

また、過疎等の問題を抱える地域において、その地域の資源を活かした取り組みは、都市

住民に対して効率的に自然サービスを提供するとともに、都市から地方への資金・人手の

導入を促進し、地域の活性化や過疎対策にも資するものであり、過疎化に係わる悪循環を、

好循環に転換し得るものである。 
③ 行政による国土マネージメントの強化 
 上記のように、活動対価の還元による民間公益活動の持続性強化を展望する一方で、国

土管理のうち特に公益性や外部経済効果が高いものについては、活動対価が期待できない

ものも多くあり、これらについては、行政が強力に推進していくことが必要である。この

ためには、国土の公益機能の適切な理解と評価、国民のコンセンサスが必要となる。 
④ 実施体制の充実 
 これまでは、国土管理等の人の生活に最低限欠かせない公益的サービスの提供や施策は、

行政が中心となって提供してきたが、特に自然共生型流域圏・都市の形成においては、行

政分野や行政区域を越えた取り組みや、行政、市民、企業等の間の合意形成や連携が重要

性を増してくる。このため、地域による環境改善のための取り組みを促進することができ

るよう、地域に対して人材の育成、活動の場や仕組みづくりをサポートするシステムの構

築や関係する行政機関の連携が必要であると同時に、自然共生型流域圏・都市の実現のた
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めに複雑な過程と要因が入り組んだ環境問題に対する現象解明のための調査研究の持続的

取り組みが不可欠である。 
⑤ 活動効果を高め、社会的負担を軽減する技術の開発 

環境再生活動の効果を高めたり、活動に要する負担を受容する技術の開発も重要である。

例えば、省エネ機器の開発等は生活者の忍耐を要せずに確実にヒートアイランド抑制等の

効果をあげる。また、カミネッコンのような植樹活動を支援する技術は、通常は比較的高

度な技術を要する植樹活動について、参加者の底上げや、植樹効果の向上等をもたらす。 
⑥ 防災体制の充実・強化 
 自然共生型流域圏・都市を形成するということは、人の思い通りにならない自然を受け

止めるということでもあり、日頃より防災意識を高め、自然災害に対して万全の体制を整

備しておくという意味もある。このため、行政による防災体制の充実・強化を進めるだけ

でなく、地域活動を通して住民が自発的に防災学習、危機管理意識、回避技術を習得する

とともに、災害時の現場即時対応や市民団体の情報ネットワークを活用した地域コミュニ

ティの再構築を図ることが重要である。 
 

(5) 自然共生型社会の実践に向けたガバナンス 
自然共生型流域圏・都市の再生の実践においては、先進的な実践や社会実験等を考慮しつつ、

そのための仕組み、流域圏・都市の管理の形態、主体等、いわゆるガバナンスの検討が必要で

ある。 

 これまでの時代は、国土計画として全国総合開発計画（全総）があり、全総のテーマを国や

地方の行政（ガバメント）がそれを具体化し、実践することに努めてきた。しかし、これから

の時代においては、例えば流域圏（水系）管理をどのような仕組み、形態、多様な主体の参画

で実現するかという課題がある。 
世界を眺めると、例えばイギリスの産業革命発祥の地、マンチェスターやリバプールを

流れるマージ川流域での水系を再生し経済を再興するという取り組み（”マージ川流域キ

ャンペーン”）1)、アメリカのボストンにおける川・水路とボストン湾の浄化や水辺を都

市に解放することも目的とした高速道路の地下化への取り組みなど、先進的と思われる長

期的な実践もある。 

 また、フランスでは、流域管理を国と地方の各種行政関係者、利害関係者等からなる流

域委員会でものごとを決め、実施するという、いわゆる参加主体を広げたガバメント方式

がとられている。国家が形成される以前から、市民・住民が水組合をつくって水を管理し

てきたオランダでは、行政と住民組織が密接に連携して洪水対応も含めた水管理が行われ

ている。イギリスのマージ川流域キャンペーンでは、３つのＮＰＯ、６００以上のＮＧＯ、

行政、企業が参画して、官民連携スタイルでの実践が行われている 1)（表- 3.4.2.4）。 
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表- 3.4.2.4  流域圏・都市再生のイメージに近い国内外の事例 

◎　産業革命発祥の地を流れるマージ川 ◎　魚が棲める川、水路、運河 ◎　既に18年が経過した、世界の先進事例。
流域の再生。（産業革命以降ヨーロッパで への水質改善。下水道の改善等。 ◎　3つのＮＰＯ、600以上のＮＧＯ、水関係・銀行・石油等
最も汚された水系） ◎　人々が水辺の環境価値を認識 の民間企業が参画したパートナーシップが特徴。
◎　公共セクター、民間セクター、 する支援。水辺の体験・環境学習、 ◎　立ち上げ段階での環境大臣、副首相等の政治的
ボランタリーセクターの連携。 各種イベント、清掃等。支川の流域 リーダーシップ。
3つのＮＰＯ、600以上のＮＧＯ、民間企業の 単位のイニシアティブも活発。 ◎　25年間継続する活動計画。延長議論も。
パートナーシップ。 ◎　ビジネス、住宅・建築、観光、 ◎　下水道改善は５カ年毎のアセットマネジメント計画
◎　水系の再生、経済の再興。 歴史的資産、レクレーション、 で実地。

野生生物等のための水辺環境の ◎　150年ぶりにサケが回復。水泳・トライアスロン大会
再生。再開発、水辺整備等。 が開催できるまでに水質が回復。

◎　明確な目標、強力なパートナーシップ、投資の最大化
が成功のポイントとのこと。

◎　湾の環境復元のための関係 ◎　生物資源（牡蠣など）の保護と ◎　複数の州（連邦制の下での国）、自治体、大学、
各州、連邦等の連携。 回復、生物生息地の保護と回復、 市民団体の広範なパートナーシップ。
◎　6主体（3州、ワシントンＤＣ、連邦、 水質保全と回復、健全な土地利用、 ◎　有力な市民団体、チェサピーク湾財団（ロビー
湾協議会）の合意。水質については スチュワードシップとコミュニティシップ 活動等）とチェサピーク湾同盟（市民理解等の活動）。
湾に接しない上流3州も参加。 （市民や地域の積極的な参加） ◎　当初の関係各州、連邦等でのパートナーシップ
◎　再生に係わるチェサピーク2000合意。 ◎　上記に係わる約300のゴールに （チェサピーク湾プログラム）からの積み上げ。
◎　市民、ＮＧＯ・ＮＰＯ、大学等の ついての合意。具体的数値目標も ◎　1983年、1987年合意、（1992年に改訂）そして2000年の
広範な参加。 設定。 合意。2010年までの7年間の行動計画。必要経費から

収入を引いた資金ギャップの解決が大きな課題。
◎　湾の健康教書では27（将来的には70～80を展望）。

◎　ベイデルタを含む流域全体の管理計画。 ◎　主要テーマ：水の安定供給、 ◎　州と連邦の共同体（カルフェッド・エージェンシー）
◎　州、連邦で構成する共同体が推進役。 水質の確保、エコシステムの生産性 と政治任命の諮問委員会。
◎　州知事、大統領から任命された諮問 の回復、デルタ内の堤防整備・改修。 ◎　環境、水供給、水利用の複合的な目標。
委員会が長期的な解決に向けて中心的 ◎　11のプログラム：水管理、貯水、 ◎　ベイデルタおよびサンホアキン川とサクラメント
な役割。 導水、効率的な水利用、水交換、 川流域全体の流域管理計画。
◎　再生計画策定での各種調整、 環境用水の確保、飲料水の水質確保、 ◎　フェースⅠ：事業目標、指針とななる原則策定等、
市民参加。 流域管理、堤防整備改修、環境の フェースⅡ：プログラムの検討と環境影響評価。現在は

回復、科学的調査。 フェーズⅢのステージⅠで、各プログラムを実地予定。
◎　生態系の健全性の回復と有益な ◎　2030年を展望し、2000年から2008年までの計画。
水利用・管理との両立が計画の目的。 ◎　レッスン：伝統的関係者と新しい関係者、関係者の

ところに出向く、科学コンソーシアムの基盤、バランス
とれた投資（87億ドル）。

◎　連邦法裁判で湾（港）の水質改善命令。 ◎下水道の汚水処理施設および ◎　マセチューセッツ州水資源公社が事業主体でＣＭ会社
◎　下水道改善による湾(港）の浄化。 そこまでの送水施設の整備（二次処理） と契約。ＣＭ会社は建設会社およびＰＩチームと契約。
市民は下水料金の大幅な値上げに合意。 。湾(港）外のマセチューセッツ湾への 施設計画に対する市民諮問委員会。
◎　先立つ長い歴史のマッデイ川、チャールズ放水施設整備。 ◎　投資の80%は下水道料金で回収。料金の大幅な値上げ
川、湾岸の水辺再生。さらには、水辺と ◎　豪雨時に未処理水の湾（港）への （100→800ドル/4人家族）。
ダウンタウンを分断する高架の高速道路の 放流負荷を削減するための処理施設 ◎　これに至るまでの川や水辺の再生・再開発の歴史が
地下化。 への送水能力向上、放流口での あり、高架の高速道路の地下化とも連動していることにも
◎　流域イニシアティブ（27流域） 簡易処理。 注目。

◎　流域イニシアティブでは、多様な ◎　下水処理場関係は2000年に完成。
セクターの人々が参加。水質目標は ◎　高架高速道路の地下化（ＢＩＧ　ＤＩＧ）は1991年から
釣りができる川等。 建設開始、2003年3月には地下部は完成、地上のオープン

スペース整備のコンペが終わり、市民討論中。

◎　行政の連携による総合治水対策実施の ◎　河川や流域の洪水時の水、平常時 ◎　総合治水対策の経験、強力な市民団体の活動が
経験。その後の市民団体の活動の活性化。 の水、自然環境、震災・火災時、水辺 重なった、現時点では希少な流域。
◎　市民参加のもとでも水に係わるマスター ふれあいに係わるマネジメントの計画 ◎　約50の市民団体が連携した鶴見川流域ネット
プランの策定へ。 づくり（水マスタープランと呼んでいる ワーキングの活動。
◎　鶴見川流域ネットワーキングが市民活動 計画）。
による流域再生の参画・リード。 ◎　マスタープランを策定している段階。

（20～30年を展望したプランづくり）

◎「二度とよみがえらない死の海」と呼ばれ ◎「水質保全法」等による企業の ◎市民の声が行政を動かした公害対策の先進事例
た極めて劣悪な水質からの回復 排水規制 ◎閉鎖性水域の再生に関する先進事例
◎産官民による対策の実施 ◎企業による廃水処理、水の循環

使用の努力
◎下水道の整備
◎有害物質を含んだ底泥の浚渫

◎我が国最後の清流と呼ばれる四万十川 ◎四万十川条例、清流四万十川 ◎四万十川の保全だけなく四万十川の保全にベースを
及びその流域の保全と振興 総合プラン２１の作成と推進 おいた流域の振興
◎産官学民による制度、計画を含めた多 ◎清流四万十川プランは数値目標が
様な取り組み 示してあり、定期的に達成度の評価

と計画見直しを行う。
◎四万十川財団による流域保全活
動の財政的支援
◎流域市町村の連携、市民グループ
の様々な活動

◎アサザによる霞ヶ浦の自然湖岸の再生 ◎市民の協力を得て、アサザの栽培 ◎１００年後のビジョンと１０年ごとの目標を示す。
◎子供の環境教育の場 ・移植、森林の間伐、粗朶沈床づくり
◎湖沼水質保全計画／霞ヶ浦総合開発事業等一連の活動を行っている。

◎子供を対象とした環境教育
（170校以上の小学校が参加、流域の
９割以上）

その他
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我が国でも、ＮＰＯ、ＮＧＯが行政という第１セクター（ガバメント）に対して、第２

セクターである企業とともに、第３のセクターとして再生構想の実践においてどの程度

の役割を担い得るかといったことも重要なテーマである。その萌芽的な動きは、鶴見川

流域ネットワーキング、霞ヶ浦のアサザ基金、ＮＰＯ水環境北海道などの勇気の湧く先

進的な活動などに見られる。 

 シナリオの設計と実践に向けて、これまでの国土計画・国土マネジメントの歴史や我が

国の法・制度、市民活動の実態等を考慮したガバナンスの検討は重要なテーマである。 
 
(6) ビジョン選択の際の目標の設定 
1) 目標設定の 2 つの用途 

4.1 および 4.2 での東京湾流域及び霞ヶ浦流域の再生シナリオの検討において、特に水

物質循環、生態系の健全化に関する目標を設定するにあたり、まず、目標設定には以下の

大きく２つの用途があることを念頭に置く必要がある。 
 
①計画策定の中間過程において意見集約のために目標設定を行う（計画時の目標設定） 
②計画にもとづき具体施策の実行指標とするために目標設定を行う（施策実施の目標設定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図- 3.4.2.2 目標設定の２つの用途 

 
＜目標設定の２つの用途＞ 

もちろん、①計画時の目標設定と②施策実施の目標設定は同一の場合もあれば、①計画

時の目標設定を受けて、さらに詳細な②施策実施の目標設定が設定される場合もある。例

えば、東京湾流域の先駆的な計画策定事例である鶴見川、柳瀬川、多摩川については①計

画時の目標が設定されている。 
これらの事例では、①計画時の目標設定は、合意形成作業のプロセスの一つとして用い

られており、どちらかと言えば、基本理念や基本方針などに様々な問題・課題点を総論的

に表現したものや、目指すべきイメージ目標を抽象的に表現したものになっている場合も

ある。このような総論的な表現や抽象的な表現は合意形成には有効である一方、施策実施

段階においては有効でないものも少なくないと考えられる。 

目標設定 

計画の基本 

理念や方針 

施策実行の 

達成目標 

計画策定 

合意形成 

施策実行と 

チェック促進 
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また、②施策実施の目標設定の事例は霞ヶ浦では導水事業や浚渫事業において、施策実

施に対する達成目標として、数値によるアウトカム指標が使用されており施策の実行とチ

ェックを促している。 
 

2) 目標設定において考慮すべきモデル流域の特徴 
ここでは上記に整理した目標設定の２つの用途を念頭に置き、東京湾流域及び霞ヶ浦流

域の水物質循環、生態系の健全化に関する目標設定を検討するにあたり、先に示した東京

湾流域及び霞ヶ浦流域の特徴をもとに両流域で考慮すべき特徴を以下に整理した。 
＜両流域に共通する特徴＞ 
・閉鎖性水域に流下する流域であり、流域の負荷の影響が集積・累積して富栄養化が進行

していること 
・閉鎖性水域の水質汚濁の主な要因として、流域の産業排水や生活排水の負荷、面源負荷

の影響が大きいこと 
・流域面積が大きく、高密度な市街化により流域人口も多いこと（特に東京湾流域は大規

模で都市化が顕著） 
・流域内の自治体境界は細分化され、多数の流域自治体が存在すること 
・湾岸または湖岸の干潟や湿地的環境が人工化され、岸辺の浄化機能や、生態環境、景観、

レクリェーション空間などが損なわれていること 
・閉鎖性水域に対する流域住民の関わりが乏しいこと 
・閉鎖性水域の環境悪化には様々な要因が複層的に影響していること 
＜東京湾流域に固有の特徴＞ 
・後背流域が広大であるため、東京湾の環境に対してその流域自治体や流域住民の関心が

低いこと 
・「東京湾再生推進会議」という関係省庁及び関係自治体の行動計画策定のためのテーブル

が設置されていること 
・上記の「東京湾再生推進会議」の中間とりまとめにおいて、“快適に水遊びができ、多く

の生物が生息する、親しみやすく美しい「海」を取り戻し、首都圏にふさわしい「東京湾」

を創出する”という全体目標が設定されていること 
・東京湾流域の主要河川である荒川、隅田川、多摩川、鶴見川の各構成流域単位では、環

境保全・改善に対する NPO 活動や、行政と市民の連携による取組みも活発化しつつある

こと 
＜霞ヶ浦流域に固有の特徴＞ 
・利水・治水・環境に関する利害対立が大きいこと（例えば、湖水位操作と湖岸湿地環境

のトレードオフなど） 
・湖岸環境保全・再生のための NPO 活動や、行政と市民の連携による流域単位の取組み

が活発化しつつあること（アサザ基金、霞ヶ浦市民協会など） 
・上記の環境教育的活動や世界湖沼会議などの開催などもあり、「泳げる霞ヶ浦」を目標と

した湖環境再生への意識も高まっていること 
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3) 目標設定のあり方 

以上を考慮するとともに、本業務で行った事例分析の結果や類似事例における目標設定

等を参考に、両流域における目標設定のあり方に関し以下の点が重要であると考えられる。 
 
a) 誰もがイメージしやすい具体的な目標設定が必要 

目標設定によって、関係者の問題認識や意識の共有化を図るとともに、対象流域の環境

保全・改善に対する流域住民や流域自治体、企業、利害関係者等の具体的な取組み、行動

の喚起を促す必要性がある。そのため、流域住民や流域自治体、企業のいずれにも分かり

やすく、また、各自の具体行動につながる実感があるものとする必要がある。これは、①

計画時の目標設定と②施策実施の目標設定のいずれにも有益である。 
既に、霞ヶ浦のＮＰＯ活動である「アサザプロジェクト」では、“アサザを植えて、100

年後の霞ヶ浦にトキを呼び戻そう”という児童にも分かりやすく夢のあるアウトカム目標

を設定し、環境改善活動への参加を促すことに成功している 2)。 
さらに、本業務の分析対象事例ではないが、米国フロリダ州のタンパ湾では、湾内の藻

場の面積を“1950 年代頃の状態”まで回復させることを長期的なアウトカム目標にしてい

る。このようなことから、代表生物を活用したり、人との関りのイメージを表現する、目

標とする環境の姿を年代で設定することなども有効である 3)。 
 
b) 流域の抱えている課題点や活動を土台とした目標設定が必要 

目標は、流域が抱える問題・課題点を網羅的に把握し、それらを土台として統合的に設

定されていることが必要である。このため、関係流域のＮＰＯネットワークの代表者や、

流域自治体、利害関係者の参画により対話のテーブルを設置することが必要である。これ

は、①計画時の目標設定と②施策実施の目標設定のいずれにも有益な点である。 
利害対立が強い霞ヶ浦流域では、全ての利害関係者の参画が要請される。また、そのテ

ーブルの中では、関係者に流域が抱えている状況の情報提供を効果的に行って、問題認識

を共有化するとともに、ワークショップや分科会などを活用して問題・課題点を網羅的に

集めることが有効である。柳瀬川流域では、連続的なワークショップの開催によって市民

の声を収集し、それを土台として流域の水循環健全化の目標設定を行っている。 
また、霞ヶ浦流域と東京湾流域の既往目標との整合性も考慮することが必要である（霞

ヶ浦ではアサザプロジェクトの目標「100 年後の霞ヶ浦にトキを呼び戻そう」や「泳げる

霞ヶ浦」など、東京湾では「東京湾再生推進会議」の中間とりまとめの目標像“快適に水

遊びができ、多くの生物が生息する、親しみやすく美しい「海」を取り戻し、首都圏にふ

さわしい「東京湾」を創出する”）。 
英国のマージ川流域の環境保全の取組みである「マージ川流域キャンペーン」では、以

下のような流域の抱える様々な問題・課題点を土台として、誰にも分かりやすい行動目標

の設定を行い、様々な施策展開や活動に結びつけている 2)。 
○水質を改善し、すべての川、運河に魚が棲めるようにする。1985 年から 2010 年の 25 年
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間にその目的を達成する。 

○ビジネスや住宅開発、ツーリズム、文化遺産、レクリレーション、野生生物などに適し

た魅力的な水辺環境を形成する。 
○地域住民が身近な水辺の環境の価値をしっかり認識でき、しかもそれを大切にしようと

する意識を高める。 

 

c) 構成流域との合意形成とフィードバックが必要 
東京湾流域の構成流域では NPO や行政によって様々な取組みがみられ、水循環や環境

保全のための計画策定も行われつつある。また、霞ヶ浦流域でも流域各地で様々な取組み

が官民双方でみられる。 
このため、これらの動きを“東京湾”もしくは“霞ヶ浦”という共通要素からつなぎ合

わせて、各構成流域と合意形成を図るとともに、その目標を各構成流域にフィードバック

することが重要である。そのためには、各構成流域の主要な関係者の参画により、東京湾

や霞ヶ浦の問題点を共有化し、目標像をともに設定していくプロセスが重要である。これ

は、特に①計画時の目標設定に有益である。 
 
d) 数値を活用した総合的なアウトカム目標の設定が有効 

数値目標や点数評価などを取り入れることも有効である。具体的な定量評価により、現

状の位置や目指すべき到達点を確認・検討できるとともに、それに対する施策や活動を検

討することができ、その効果をシミュレーションモデルを用いて評価したり、モニタリン

グすることも可能となる。これは、特に②施策実施の目標設定において有益である。 
瀬戸内海や東京湾でも既に、水質の総量規制目標値が設定され、各自治体や事業所への

割り振りも行われている。今後は、水質以外の環境要素（例えば、景観やレクリェーショ

ンなど）についても数値目標や点数評価を取り入れることが考えられる。「清流四万十川総

合プラン２１」では様々な環境改善項目を数値によるアウトカム目標を設定し、モニタリ

ングしながら計画の実行に反映させている。 
例えば、米国のチェサピーク湾流域で環境保全活動に取組む NGO は、チェサピーク湾

の環境の状態を様々な環境要素を考慮して湾の環境を総合的に点数評価し、目標を設定し

て改善活動に取組んでいる 4)。また、チェサピーク湾では、湾に流入する窒素やリンの負

荷量の削減目標が流域単位で割り振られており、モニタリングによる地域の達成度を GIS
やインターネットで確認することができるようにしている 3)。 

このようなことから、総合的な数値目標を設定し、それを各構成流域にフィードバック

させるとともに、ＩＴ技術を活用するなどして各構成流域の取組みとの応答に活用するこ

とも有効性が高いと考えられる。 
 
e) 海や湖と各自がつながっているという認識を高める目標設定が必要 

東京湾及び霞ヶ浦という閉鎖性水域の環境問題が、流域各地の社会活動から集積・累積

して生じているという側面を、流域住民や複数の流域自治体、企業等が共通認識できるよ
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うな目標設定が必要である。これは、特に②施策実施の目標設定において有益である。 
そのためには、各自が東京湾もしくは霞ヶ浦につながっているというキャンペーンが必要

であり、また、そのような目標設定が必要である。身近な川と海の環境がつながっている

という認知を高めることは、環境保全への関心を喚起することに有効である。 
また、鶴見川流域の水マスタープランでは、流域 NPO が提案した「鶴見川流域はバク

の形」という親しみやすいキャッチフレーズで、流域住民や自治体に流域を意識してもら

うキャンペーンを展開している。このように、東京湾や霞ヶ浦が身近なものと感じるよう

な目標イメージの使用も有効である 2)。 
 

f) 都市住民の関心喚起にもつながる目標設定が必要 
特に、東京湾流域は都市化の進んだ流域であるため、都市住民や企業の関心や行動を喚

起することが重要である。これは、特に②施策実施の目標設定において有益である。 
そのため、「泳げる東京湾の再生」など、都市住民の誰もが環境改善のイメージを共有化で

きるようなアウトカム目標の設定、もしくは、「東京湾再生推進会議」の中間とりまとめの

目標像である“快適に水遊びができ、多くの生物が生息する、親しみやすく美しい「海」

を取り戻し、首都圏にふさわしい「東京湾」を創出する”にみるように、「レクリェーショ

ン」、「生物」、「景観」などの諸要素を含んだ目標の設定により、多様な都市住民の価値観

を表現するように工夫することも有効である。 
 
(7) まとめ 

自然共生型流域圏・都市の形成という視点から、現代における人の生活をより豊かにし、

社会の持続性の強化を進めていくための仕組みづくりの方向性を提示した。将来の国土・

地域や生活の将来像に係わる指標、表現方法等細かな手法については、今後確立していく

必要があるが、実践を通じて試行錯誤を重ね、プロセスや個々の手法について熟度を向上

させていくことが重要と考える。 
既に都市域の自然が乏しくなり、自然の恩恵を知らない人々が増加している今日におい

ては、自然の恩恵を軽視、地方の衰退、都市環境の悪化といった悪循環が形成されており、

これを好循環に逆転させるためには、国土や都市構造の改変のみならず社会の体質改善が

必要であり、また急務となっている。 
 持続性の高い社会を構築するために、多くの国民が、環境保全のための取り組みに参加

できるシステムが整備されることが望ましい。ただし、このようなシステムが持続的に機

能するためには、参加者が取り組みを通じて利得を得ながら、環境の保全に繋がっていく

ようなシステムが合理的と考えられる。今後は、近年各地で芽生えつつあるエコビジネス

（観光と里山管理のタイアップ等）やグランドワークを踏まえ、自然と共生した国土・社

会の形成に向けた実践に資するシステム構築の検討を行っていく必要がある。 
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3.4.3  都市再生における景観・制度の分析 

(1) 研究の概要 
本項では、東京都心三区およびみなとみらい２１を対象として、民間による超高層ビル

再開発事業の現状を調査し、景観・制度等からの分析と評価を試み、都市再生の観点から

より有効な再開発のあり方・シナリオを提案する。 
まず、都心三区を対象として、超高層ビル再開発プロジェクトと連動して生み出されて

きた各種の公開空地について、その実態を調査しそのデータをクラスタおよび GIS によっ

て分析することでその問題点を明らかにし、現在の総合設計制度に対して大きく分けて現

状の総合設計制度を改善する案、新たな誘導制度を導入する案の二つの提言を行った。現

状の総合設計制度の改善に関する提言においては、開発敷地における公開空地そのものの

質の改善をすることにより、より環境への寄与度の高い公開空地の創出を試みた。また、

新たな誘導制度の導入し、公開空地にかわるインセンティブの補償を提言することにより、

開発敷地に限定されない広域的な環境インフラの再生を目指した。さらに、これら二つの

目標、良質な公開空地創出および環境インフラ再生を達成すべく、広域的な都市計画や地

区計画に準拠した「エリア別総合設計制度」のシナリオを提案する。 
次に、江戸時代からの旧市街地、明治時代以降の埋立地の両方を含み、市街地型の再開

発とウォーターフロント側の再開発の両方の都市形態・都市景観を検証することができる

東京都中央区全体を対象として、超高層ビルの都市景観に与える影響を、3D モデルを利

用したコンピュータグラフィックにより分析した。ここではウォーターフロントと都心部

既存市街地の二つのエリアを設定し、それぞれについて、超高層ビルの都市景観に対して

の遠景と近景への影響を検証し、その問題の提起と都市景観に配慮した超高層ビルのデザ

イン・スケールコントロールの提言を行った。 
最後に東京都中央区の「大川端リバーシティ２１」と横浜市の「みなとみらい２１」を

対象とし、東京湾におけるウォーターフロントの大規模開発事業の水際空間の創られ方と

周辺環境に及ぼす影響を調査・分析し、ウォーターフロント開発事業の都市環境への貢献

の仕方と法制度の関係性の考察を行い、高次な都市計画の重要性を指摘し、そのあり方に

対する提言を行った。 
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(2) 公開空地の課題と改善策の検討 
1) 研究の目的・概要 
a) 背景と目的 

近年、東京の既存市街地や東京湾を中心としたウォーターフロントにおいて、超高層ビ

ルによる再開発事業が頻繁に行われている。その社会的背景として１）霞ヶ関ビル以来の

超高層建築物の技術の進歩、２）高度経済成長期の東京一極集中による極度の床不足、３）

バブル期における地価の高騰に伴う収益型土地開発の必要性、４）街区内部における老朽

した既存不適格建築物の土地統合による一体開発の必要性、５）産業構造の変革による湾

岸の工場跡地の多量な供給、そして６）バブル崩壊後、都心部の地価下落に伴う都心居住

用マンションの需要の増大などを挙げることができる。 
一方、制度面においても 60 年以前の建築基準法制度では許容することができなかった

超高層建築物の建設を可能とするため次々に整備が行われてきた。昭和 38 年の建築基準

法改正により、31 メートルの絶対高さ制限が撤廃され容積地区制度が導入された。また、

昭和 36 年（1961 年）の建築基準法改正時に制定された特定街区制度により基準法による

形態規制の撤廃と容積の上乗せが認められ、これまでは法的に認められていなかった超高

層建築の建設が可能となった。続いて、特定街区制度と並んで超高層建築を法的に支援し

た制度である総合区計画等も認められるようになり、更には「特区構想」による緊急整備

地区の指定による指定容積率の上乗設計制度が昭和 50 年（1975 年）に制定されている。

近年総合設計と一団地指定制度をあわせたような再開発などにより、東京における超高層

建築の建設は加速されている状況にある。 
これらの計画では建築基準法における形態規制が免除されているため、敷地内に公開空

地を提供することで付加的な容積率を得ることができる。これらの民間事業により、量的

な居住床と公共空地は増大したが、その「質」についての検証はまだ十分行われていると

はいえない。特に緑のネットワークや都市河川沿いの親水空間など、公開空地の持つ環境

インフラとしての可能性が十分に生かされているとは言いがたい。 
本段では現況における公開空地を伴う高層ビルを東京都のデータおよび現地を調査し、

そのデータを分析することで「質」による公開空地の分類を試み、法規との関連を調べる

とともに、GIS によって実際の都市空間に対する分散（分布）状況を把握し、戦略的に環

境インフラとしての公開空地のあり方に関する改善策を提言する。 
 
b) 研究の流れと手法 
ｱ) 研究の対象地 

対象地は、江戸時代からの旧市街地、明治時代以降の埋立地の両方を含み、東京都 23
区の中でも総合設計制度および特定街区制度による開発の件数の集中する千代田区、中央

区、港区の三区とした。 
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ｲ) 研究の流れ 
まず、（イ）千代田・中央・港三区の基礎的建物

情報として、東京都都市計画基礎調査データベー

ス GIS（平成９年度版）を用い、土地建物の 2D
のデジタルマップを作成した。この 2D デジタル

マップを 2003 年度版のゼンリン住宅地図データ

をもとにデータの更新を行った。（ロ）次に、敷地

面積、建物用途、公開空地面積、建蔽率等の建築

規模データを行政による公開情報から、また、緑

地状況、オブジェ、利用状況などの空地データを、

現地における踏査により情報を収集しデータシー

トにまとめた。（ハ）建築規模データ、空地データ

それぞれにクラスタ分析をかけ、それぞれの特徴

を分析・考察した。また、建築規模、空地機能双

方のクラスタのクロス分析を行い、さらに詳細に

現状の公開空地の分析・考察を行った。（ニ）さらに、クロス分析によって問題があると判

断された公開空地の位置を（イ）で作成したＧＩＳデジタルマップへと入力し、それらの

事例の分散状況を検証・分析した。（ホ）最後に公開空地の質、および政策に対しての提言

を行った。 
 

ｳ)  調査方法 
i) 調査方法 

本研究は、東京都都市整備局の運営するウエブサイト、「東京都都市計画プロジェクト」

（http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/cpproject）および「建築統計年報 2000 年度版」

に公開・掲載されている「特定街区プロジェクト一覧」「総合設計プロジェクト一覧」「高

度利用地区プロジェクト一覧」より対象地区における敷地面積、延床面積、建蔽率、空地

率といった開発に関する数値データを抜粋した。また、空地の形状、緑化状況、空地の設

えといった公開空地そのものの情報は踏査によって収集しデータシートにまとめた。これ

らのデータを建築情報・情報データ解析の二段階に分けて行った。また、現地調査で位置

の確認ができなかったものと工事中のプロジェクトは対象外とした。 
「建築統計年報 2000 年度版」および「東京都都市計画プロジェクト」のデータは許可

時のデータであるため、名称、住所（住居表示）など、竣工後の事例との不整合が見られ

る。名称に関しては可能な限り竣工後のものへと変更したが、その他の開発に関する情報

に関しては、許可時から竣工にかけて計画の変更があったとしても軽微であり、本研究の

目的である「『質』による公開空地の分類を試み、法規との関連を調べる」ことへの影響は、

微細と判断し、これらの公開情報の数値をそのまま採用した。 

  

 図- 3.4.3.1 研究の流れ 
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図- 3.4.3.2 調査対象再開発事業一覧（港区） 
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図- 3.4.3.3 調査対象再開発事業一覧（中央区） 
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図- 3.4.3.4 調査対象再開発事業一覧（千代田区） 
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2) 建築規模と空地についてのクラスタ分析 

本章では、調査によって得られたデータの相互関係を顕在化するため、建物規模、空地

機能からクラスタ分析を行い、公開空地の類型化を行った。 
クラスタ分析とは、複数の変量因子から構成されるサンプルの集合を、互いに似たもの

を集めて塊（クラスタ）をつくることによってサンプルを分類・類型化する分析手法であ

る。今回の場合、各公開空地を擁するプロジェクトがサンプルとなり、敷地面積、建物規

模、空地機能情報等が変量因子となる。 
多変量解析には、他に判別分析や、数量化理論Ⅱ類などがあるが、これは分類するため

の基準が必要とする。本研究においては、空地の利用のされ方に評価を与えるが、空地を

分類する上での外的基準として採用するには客観性に乏しく、また、空地の物理的データ

との関連性を考察する上で不具合を生じる危険性がある。このことから、今回は、分類す

るための外的基準を必要としないクラスタ分析を採用した。 
クラスタ分析に当たり、建築統計年報および東京都都市計画プロジェクト一覧より抽出

したデータの考査を行い、次の項目に当てはまる事例を除く 194 例にてクラスタ分析を行

った。 
・ 増築等重複するもの 

・ 平成 16 年 12 月時点で工事中のもの 

・ データが不備のもの（特定街区、高度利用地区） 

・ 明らかに誤データを含むもの（高さが 200m を越える、建蔽率が 100％を越える等） 

なお、本研究でのクラスタ分析には、ユークリッド距離を用い、対象事例が多いため、

大規模ファイルのクラスタ分析を、クラスタ数を調整して用いた。 
a) 建物規模クラスタ 

建物の物理的因子による類型化を目的として、建築情報に関するデータを用いたクラス

タ分析を行った。指標は、「敷地面積」「建築面積」「延べ床面積」「建物の高さ」「建物の階

数」「建物の地階階数」「駐車場面積」「公開空地面積」「有効空地面積」「公開空地率」「有

効空地率」「建蔽率」を採用した。また、これらの指標は異なる単位を持つことから、標準

化した値（Ｚ値）を用いて分析を行った。 
分析の結果、クラスタは６つに分類され、第１クラスタが 57 例、第 2 クラスタが 5 例、

第３クラスタが 77 例、第 4 クラスタが 1 例、第 5 クラスタが 16 例、第 6 クラスタが 38
例となった。 

各指標の平均値を折れ線グラフとして示した（図- 3.4.3.5）。指標ごとのクラスタ値のば

らつきが大きいものほど、クラスタ決定に対して大きな影響力を与えているといえる。こ

の場合、折れ線図の距離の大きい「敷地面積」「建築面積」「延べ床面積」「駐車場面積」「公

開空地面積」「有効空地面積」が建物規模のクラスタ決定に強い影響力をもっていると判断

できる。一方、距離の小さい「高さ」「階数」「地下階」「公開空地率」「有効空地率」「建蔽

率」はクラスタ決定に与える影響が小さいと考えられる。 
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表- 3.4.3.1 建築規模クラスタ 
クラ

スタ 

番号 

特徴 

事

例

数

1 小･中規模敷地･低建蔽率･高空地率 57

2 群建築（一団地認定）型・特殊例 5

3 小規模敷地・高建蔽率・低空地率 77

4 群建築（一団地認定）型・特殊例 1

5 大規模敷地・高建蔽率・標準空地率 16

6 標準敷地・低建蔽率・高空地率 38 

 
 

図- 3.4.3.5 建築規模クラスタ統計後情

報比較 
 
b) 空地クラスタ  

空地の物理的因子による類型化を目的として、空地情報に関するデ

ータを用いたクラスタ分析を行った。指標は、「空地形状」「建物用途」

「利用を促進する要素」「利用を規制する要素」「付設設備」「緑化状

況」「空地内行動」「法制度」「用途地域」「親水空間」「広場上空地設

置状況」「通路形状」の 12 指標で、それぞれ、１（ある）か０（ない）

でデータが統一されている。 
分析の結果、８つのクラスタに分類された。194 例中有効が 193 例、

欠損値１例となり、第１クラスタが 64 例、第 2 クラスタが 19 例、第

３クラスタが 7 例、第 4 クラスタが 7 例、第 5 クラスタが 32 例、第

6 クラスタが 24 例、第 7 クラスタが 35 例、第 8 クラスタが 5 例であった。 

図- 3.4.3.6 空地形状比較 
 

図- 3.4.3.7 親水空間比較 

図- 3.4.3.8 利用を促進する要素比較 
 

図- 3.4.3.9 利用を規制する要素比較 

表- 3.4.3.2 空地

クラスタ内訳 
1 64

2 19

3 7

4 7

5 32

6 24

7 35

ク
ラ
ス
タ 

8 5

有効 193

欠損値 1
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図- 3.4.3.10 緑化状況比較 
 

図- 3.4.3.11 付設施設比較 

図- 3.4.3.12 広場状空地設置状況比較 
 

図- 3.4.3.13 通路形状比較 

図- 3.4.3.14 空地内行動比較 
 

図- 3.4.3.15 用途地域比較 

図- 3.4.3.16 法制度比較 

 
表- 3.4.3.3 空地クラスタ 

クラ

スタ

番号

特徴 

事

例

数

1 デザイン性小・小規模広場型 64

2 デザイン性大・中小規模広場型 19

3 
住居系用途混合・プライバシー性

重視・未接道広場型 
7

4 動線重視・ショートカット型 7

5 中規模前庭広場型 32

6 
形状多様・アメニティ重視・多種

緑化広場型 
24

7 
形状多様・デザイン性小・多種緑

化広場型 
35

8 デザイン性大・アメニティ重視型 5

  



 418

c) 建築規模クラスタと空地クラスタのクロス分析および考察 
建築規模情報の 12 の指標。踏査よって収集された 12 の指標による、２つのクラスタ分

析から得られた類型について、クロス集計を行った。事例の存在する組合せは４８中 34
であった。このうち、「建築３×空地１」という組み合わせが 46 例と最も多く。次が「建

築１×空地７」の 16 例となっているので、「建築３×空地１」は全体の中で突出して事例

の多い類型となっていることがわかる。 
分類された 34 類型のうち、8 事例以上が該当する 9 類型（「空地１×建築１」「空地１×

建築３」「空地２×建築６」「空地５×建築１」「空地５×建築３」「空地５×建築６」「空

地６×建築１」「空地７×建築１」「空地７×建築３」）についてより詳細な検証を行った。 
 

表- 3.4.3.4 建築規模と空地機能クラスタによるマトリックス 
    空地機能クラスタ 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

1 12 6 2 1 10 8 16 2 

2    1  3 1  

3 46 1 1  12 5 11  

4      1   

5 1 3 3 4 1 1 1 2 

建
築

規
模

ク
ラ

ス
タ

 6 5 9 1 1 9 6 6 1 

 
ｱ) 空地クラスタ１（デザイン性小・小規模広場型）に属する類型 

空地クラスタ１ではオフィス、共同住宅の用途が多い。空地の設えとしては、中・低木

の植栽は見られるものの、都市アメニティとしてはあまり充実していない。 
i) 空地１ デザイン性小・小規模広場型 × 

建築１ 小・中規模敷地・低建蔽率・高空

地率 １２例 
建築規模クラスタ１では、敷地の規模が

中～小規模で、空地率が比較的高いことが

特徴として挙げられる。建物周囲の狭い空

地である事例が多く、道路に接した部分で

のみ、広場状となる。 
緑地に関しては、中・低木は見られるが、

特に低木に関しては、使用を規制する形で

配置されている事例が多い。従って、都市

景観としては若干の寄与はしているが、都

市アメニティとしての寄与度は小さい。 
広場状空地はある程度確保され開放性も

高いが、空地の利用者に配慮した空地計画はほとんどされず緑地を中心とした設えに多少

問題がある。空地の設えに対すえるルール設定等の工夫が必要である。 

  
写真- 3.4.3.1 明治生命青山ビル 

 

 
写真- 3.4.3.2 秀和新川第一ビル 
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ii) 空地１ デザイン性小・小規模広場型 × 建築３ 小規模敷地・高建蔽率・低空地率 ４

６例 
ここに含まれる事例数は 46 例と突出し

て多い。建築規模クラスタ３の特徴として、

建築規模の関する数値が最も低いことがあ

げられる。空地自体も狭く、形状も道路に

沿った部分の歩道状空地がほとんどとなっ

ている。また、このため、ベンチやテーブ

ルといったアメニティ要素もあまり見られ

ない。 
緑地面積も、接道距離が短い場合、人の

動線と車の動線との取り合いから、緑地に

割り当てられる面積が必然的に小さくなり、

景観上、都市アメニティ上で、寄与してい

るとはいえない事例が多い。小規模敷地に

おける高層建築の計画では、その配置に制約が多くなるため、空地の面積が十分に取れず、

空地面積算出上の係数の高い歩道状空地で計画する傾向が強い。また、空地規模自体も狭

小であるため、広場状空地の確保が難しく、アメニティ要素を設置することが難しい。周

囲の環境を鑑みても空地が有効に環境に寄与しているとはいいがたく、地域によっては違

う形でのインセンティブも必要になる。 
 
ｲ) 空地クラスタ２（デザイン性大・中小規模広場型）に属する類型 

空地クラスタ２については店舗もい

くつか見られ、動線以外の広場状空地

の設置率も比較的高い。また、大掛か

りな親水空間は見られないものの、バ

ラエティに富んだ緑化計画が施されて

いる事例が多い。 
i) 空地２ デザイン性大・中小規模広場

型 × 建築６ 標準敷地・低建蔽率・

高空地率 ９例 
建築規模クラスタ６の特徴として、

建蔽率が最も低く、それに伴い、高い

「公開空地率」「有効空地率」を示して

いることがあげられる。敷地規模は標

準であるため、実際の事例を見てみて

も、比較的広い空地を周囲に擁したタワー状の建物が多くなっている。空地自体の面積も

敷地規模に比較して大きく取られ、広場としてデザインされたものが多く見られる。 

  
写真- 3.4.3.3 前川ビル 

 

 
写真- 3.4.3.4 神田須田町ビル 

  
写真- 3.4.3.5 芝浦スクエア 

 

  
写真- 3.4.3.6 ヨコソーレインボータワー 



 420

緑地に関しては、植栽で高木もランダム配置も見られ、バラエティに富んでいる。敷地

形状によっては、利用を規制する形で植栽される例もあるが、全体的に良好な緑化環境を

提供するものが多い。 
 

ｳ)  空地クラスタ 5（中規模前庭広場型）に属する類型 
空地クラスタ５についてはオフィス、共同住宅の用途が多く、周囲取囲型の空地形状が

多い。広場状空地も見られるが、その多くはエントランス前に配置されている。 
i) 空地５中規模前庭広場型  ×  建築１ 

小・中規模敷地・低建蔽率・高空地率 

１０例 
建築規模クラスタ１の敷地の規模とし

ては中～小規模が多いが、エントランス

前には比較的まとまった広場状空地が取

られる事例が多い。それ以外でもポケッ

トパーク程度の広場状空地が備わってい

る事例が見られる。アメニティ要素は空

地の規模は大きくないためベンチ程度の

ものが多い。 
緑地に関しては、低木を中心として、

中木が線上に配置されている事例が多い。

低木による接道緑化により、使用が規制されているものの、開放性は高くなっている。規

模が小さいわりに、空地の設えに対しデザイン的配慮がなされる例が多い。 
ii) 空地５中規模前庭広場型 × 建築３ 小規模敷地・高建蔽率・低空地率 １２例 

建築規模クラスタ３の敷地は小規模で

あるため、空地面積自体は比較的狭小で

あるが、配置によりある程度の広さを確

保し、ピロティや敷地内貫通路との組み

合わせにより、広がりを演出している事

例が見受けられる。そのため、広場のデ

ザインに配慮した事例、ベンチ等のアメ

ニティ要素を取り入れた事例が多い。 
緑地に関しては、ランダムに樹木を配

置するスペースは確保できないものの、

中・低木を中心として植栽が施され、線

状ではあるが高木を配置している事例も

見られる。「空地１×建築３」の類型に属

する事例と比較すると、狭い敷地ではあ

るが、比較的都市環境に配慮した空地を提供しているといえる。 

  
写真- 3.4.3.7 芝超高層ビル 

 
写真- 3.4.3.8 杏雲堂ビル 

 
写真- 3.4.3.9 港蒲グループ港南ビル 

 

 
写真- 3.4.3.10 飯田橋都民住宅 
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iii) 空地５ 中規模前庭広場型 × 建築６ 標準敷地・低建蔽率・高空地率 ９例 
「空地２×建築６」クラスタ同様、

建蔽率の低いタワー状の建物が多い。

敷地の規模は中規模クラスが多いが、

空地率が高く、比較的まとまった規模

の広場状空地が確保される例が多い。 
緑地に関しては、散策路にそってさ

まざまな樹木を配置するなど、バラエ

ティに富んだ緑化計画を施しているも

のが多い。数は少ないものの、塀自体

に緑化を施した事例も見られる。この

ように空地の利用者に配慮してランド

スケープが計画されている事例が多い。

ただし、特に共同住宅系の建物で多い

のであるが、空地の開放性は極めて低

い。外部からの来訪者をシャットアウトしてはいないものの、散策路や森林状の公開空地

は道路より奥に配置されている例が多く、空地のプライバシーは極めて高い。開放性には

建物用途に関わるセキュリティの問題が絡むため、一概に開放性を高くすることはできな

いが、都市環境へ積極的に寄与する、若しくは都市居住者の共有オープンスペースとして

利用価値の高いものとする工夫や配置計画が望まれる。 
 

ｴ) 空地クラスタ 6（形状多様・アメニティ重視・多種緑化広場型）に属する類型 
空地クラスタ 6 については、周囲取

囲型の空地が多く、内部貫入型やオー

プンスペースショートカット型も多く

見られ、空地形状としてのバラエティ

に富んでいる。また、緑地も親水空間

も備わっている事例、建物の用途とし

ては商業施設を含んだ複合施設が多い。 
i) 空地６ 形状多様・アメニティ重視・

多種緑化広場型 × 建築１ 小・中規

模敷地・低建蔽率・高空地率 ８例 
敷地規模としては中規模程度のもの

が多いが、比較的まとまった広場状空

地を有している事例が多い。敷地面積

によって違いは見られるものの、デザ

インや空地利用者を配慮したランドスケープが施されている事例が多い。 
緑地に関しても、さまざまな種類の植栽が計画的に配置されており、他のアメニティ要

 
写真- 3.4.3.11 プルデンシャルタワー 

 

  
写真- 3.4.3.12 芝三丁目共同ビル 

  
写真- 3.4.3.13 虎ノ門三井ビル別館 

 

  
写真- 3.4.3.14 四番町共同ビル 
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素と一体的に計画されている事例が多い。都市景観にも都市環境にも高く寄与している。 
このクラスタに属する事例の最大の特徴はその敷地形状にある。住友芝浦ビルを除き、

その他はすべて不整形となっている。使い勝手のよい建物を建てるためには配置に規制が

多く、建物としては効率の良い配置計画が難しい条件となり、結果的に余剰空間としての

空地の面積が大きくなる。ここに、都市オープンスペースとしてのポテンシャルを生かす

ようなデザインが施されているのが特徴である。 
 

ｵ) 空地クラスタ 7（形状多様・デザイン性小・多種緑化広場型）に属する類型 
空地クラスタ７については、周囲取囲型の空地が多いが、その幅員は比較的大きい。緑

化状況も良好で、親水空間も他のクラスタと比較すると付設率がやや高い。 
i) 空地７ 形状多様・デザイン性小・多種緑化広場型 × 建築１ 小・中規模敷地・低建蔽

率・高空地率  １６例 
このクラスタに属する事例は 16

例あり、最も多い「空地１×建築３」

の 46 例には及ばないものの、全体

で 2 番目に大きな数字となっている。

敷地規模としては中規模程度のもの

が多いが、比較的まとまった広場状

空地を有している事例が多い。なか

には、建物の 1 層目がすべてピロテ

ィとなり、その部分が公開空地とな

っている例もみられた。デザイン要

素や、親水空間もいくつか見られ、

比較的都市アメニティとして機能し

ている。緑地に関しても、ランダム

な樹木の配置はあまり見られないが、ランドスケープとして、中・低木の配置がデザイン

されている。ベンチを中心としたアメニティ要素も見られ、比較的利用のしやすい空地が

多い。 
空地の設えは、全体的に良好である。空地自体の形状は敷地形状の大きく左右され、敷

地形状が整形のものは広い歩道状空地、不整形のものは余剰空間を利用しての広場状空地

としている事例が多い。 

 
写真- 3.4.3.15 住友不動産猿楽町ビル 

 

 
写真- 3.4.3.16 芝浦 4 丁目マンション 
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ii) 空地７ 形状多様・デザイン性小・多種緑化広場型 × 建築３ 小規模敷地・高建蔽率・

低空地率   １１例 
敷地規模としては建築規模クラスタ

が第 3 であるため小規模の事例が多い。

このため、広場状空地を有している事

例はほとんど見られず、歩道状空地が

中心である。ただし、「空地１×建築

３」クラスタと比較すると、空地に対

してデザイン的な配慮が見られ、いく

つかの事例ではベンチが配備されてい

る。 
緑地に関しても、空地の面積・形状

からの規制により、ランダムな植栽配

置はほぼ見られないが、中・低木を中

心とした緑化が歩道状空地に施されて

いる事例が多い。都市広場的な機能は

有さないが、都市景観にはある程度の寄与があるといえる。全体として、同じ建築規模ク

ラスタ３に属する「空地１×建築３」クラスタと比較して設えに対してデザイン的な配慮

がなされている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
写真- 3.4.3.17 芝浦ホテル 

 

  
写真- 3.4.3.18 新川共同ビル 
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3) GIS による実際の都市空間における空地の分散状況の分析 
建物規模によるクラスタ分析と、空地によるクラスタ分析に基づいて 34 通りに類型化

した公開空地のうち、特に都市環境上問題があると思われるクラスタについて、GIS を用

いて、実際の都市空間における公開空地の分布状況を顕在化、分析を行い、マクロ的な視

野からの問題点を提起する。 
対象は、前段で空地の質を考慮した場合に問題があると判断された、「空地１×建築１」

と「空地１×建築３」の二つのクラスタに属する空地とし、「建築規模クラスタ１」と「建

築規模クラスタ３」に属する空地の、類似した物理的条件下での公開空地の分布状況も調

査した。 
 
a) 建築規模クラスタ１ 

都心 3 区全体でみると、「建築規模クラス

タ１」に属する公開空地は、密集市街地、山

手エリア、幹線道路沿い、ウォーターフロン

トとおおよそ全体的に散在していることがわ

かる。ただし、密集市街地に関しては、比較

的敷地規模の大きなエリアとなる、皇居と丸

の内、港区の六本木・高輪を中心とした山手

エリア、また、敷地規模が小さい神田・日本

橋・銀座・新橋と中央通沿いの密集市街地に

はほとんどみられない。 
丸の内は、徳川家側近の大名屋敷があった

ため、敷地が広大である。超高層開発は、特

定街区制度を適用し、緊急整備地区の特区と

して行われる。丸の内エリアは独自のデザイ

ンガイドラインを持っており、公開空地を含

めた街路空間全体として、街路景観および歩

行者への配慮したデザインが施されている。 
港区の山手は、大名の江戸屋敷として区画されたエリアが多く、敷地の規模も比較的大

きく、現在は、高輪など、緑豊かな良好な住環境を維持した高級住宅街となっている。ま

た、六本木周辺は、都心三区の中でもオフィス需要の最も高い地域のひとつであり、六本

木ヒルズやアークヒルズといった大規模開発が目立つ。港区の山手エリアは、緑化状況を

見る限り、全体として良好な都市環境を維持しているといえる。 
 

 

図- 3.4.3.17 都心三区における「建築規模

クラスタ１」に属する公開空地の分布状況
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b) 「建築規模クラスタ３」 
「建築規模クラスタ３」に属する公開空地

は、神田・日本橋・銀座・新橋周辺の中央通

沿いの密集市街地に集中し、番町・麹町周辺

の千代田区の山手エリアにも集中がみられる。

そのほかのエリアにもいくつか分布するが認

められるもの、まとまりはない。また、「建築

規模クラスタ１」に属する公開空地とほとん

ど重ならないことがわかる。東京の、特に都

心部においては江戸時代に施工された町割に

よる街区構成が現在でも色濃く残されており、

再開発等で街区構成が大きく変わる場合を除

いては、開発の場所や大きさに影響を与えて

いる。 
都心三区に存在する「建築規模クラスタ

３」に属する事例は全部で 77 例ある。その

うち、公開空地として、最も都市環境への寄

与度が低いと判断された、「空地１×建築３」

クラスタに属する事例は 46 例と、約 6 割を占める。分布状況では、特に密集市街地に集

中している。 
 

c) 「空地１×建築１」 
「空地１×建築１」クラスタに属する公開空地は質としては良好なものではないが、「空

地１×建築３」クラスタに属する公開空地と比較して、敷地の規模が大きいため、まとま

った広場上の空地が確保されている事例が多い（図- 3.4.3.19）。従って、空地の設えに対

してガイドラインのようなルール設定を行うことによって、ある程度の空地の質の向上が

期待できる。 
図- 3.4.3.20に、潜在的に質のよい空地を提供できる可能性を有した「建築規模クラスタ

１」と、「建築規模クラスタ３」の中で比較的良質の空地を提供している事例をあわせて示

したものである。広場とまではいかないまでも、ポケットパーク程度のオープンスペース

を提供している、あるいは空地の設えの改善で提供できる公開空地の分布である。分布は、

密集市街地、山手エリア、幹線道路沿い、ウォーターフロントと、広範囲にわたって点在

していることがわかる。塊として集中しているのではなく、線上の広がりを見せているこ

とから、ネットワークが構築されているとも捉えられる。従って、空地の設えにルールを

設定し、空地の質を向上させることで、都市環境への寄与度の高いポケットパーク的オー

プンスペースのネットワークを都心部に生み出すことが可能である。さらに、十分な緑化

を行うことができれば、緑のネットワークとして都市環境に寄与すると考えられる。 
一方、神田・日本橋・銀座・新橋周辺の中央通沿いの密集市街地には、ほとんど事例が

図- 3.4.3.18 都心三区における「建築規模

クラスタ３」に属する公開空地の分布状況
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見当たらない。この地域の敷地は小規模なものが多く、地上部で公開空地を付設しても、

都市環境に十分寄与できるものを提供することが難しい。現行の総合設計制度のみでは、

「東京都総合設計許可要綱とその解説（改定４版）」の中で謳われているような「市街地環

境の改善を実現する」という目標を達成することは困難と思われる。 
 

 
4) 環境インフラ再整備のための理念とルール作り 

a) 現況における公開空地の問題点 
本研究では、行政の公開した情報および踏査により収集したデータを、クラスタ分析に

かけ、さらに GIS を用いて公開空地の質に問題があると思われる事例の分布状況を検証し

た。以下で、現況の公開空地における課題をまとめる。 
 

ｱ) 空地の「設え」に関して 
クラスタのクロス分析により、空地の設え上比較的問題があると判断されたのは「空地

１×建築１」および「空地１×建築３」クラスタに属する事例である。この二つの類型に

は合計で 58 例が属しており、全体の約 3 割を占める。これらの事例においては、公開空

地に緑や座具、親水空間といったアメニティとしての施設があまり整備されておらず、た

だの空き地的なオープンスペースとなっている。 

図- 3.4.3.19 都心三区における「空地１×建

築３」クラスタに属する公開空地の分布状況 図- 3.4.3.20 公開空地によるポケット

パーク・ネットワーク 
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この理由として、総合設計制度では、空地の設えに

対しての規制あるいはルール設定が行われておらず、

開発主の自主性に依存していることがあげられる。開

発主にとっては建物用途によっては公開空地の設えを

整備することに強いインセンティブを持ち得ない場合

が多い。上記の二つの類型に属する事例では、特にそ

れが顕著に見られる。緑化条例によって、緑化が義務

付けられてはいるものの、空地自体への規制ではない。

さらに商業地域等緩和規制も設けられているため、公

開空地の質を向上させるのに十分な緑を、整備させる

に至らない。 
しかしながら、「空地１×建築１」クラスタに属する

空地の中には広場状の比較的広がりをもった空地を有

している事例も多い。たとえば、特にオフィスビルに

おいてよく見られる事例として、エントランスの前に

ある程度の規模の広場状公開空地を擁するものの、設

えはほとんど整備されていない状態の空地がある（写真- 3.4.3.19）。また、前面道路に対

してセットバック型の公開空地も多く見られる。こういった、公開空地の設えをコントロ

ールすることができれば、ポケットパーク的なオープンスペースなど、都市環境に寄与す

る空間を作り出すことが可能である 
 

ｲ) 空地の「規模・形状」について 
建築規模クラスタを類

型化する上で敷地規模は

比較的大きな影響力を有

している。空地の質に問

題があると判断された公

開空地の事例が属する建

築クラスタ１および３は、

建築規模クラスタ３が最

も敷地規模が小さく、次いで、建築規模クラスタ１が小規模である。従って、敷地規模、

すなわち公開空地の規模が空地の質を決定するのに大きな影響力を有していると判断でき

る。 
「空地１×建築１」と「空地１×建築３」クラスタに属する事例の敷地規模の分布をグ

ラフ化したのが、図- 3.4.3.21、図- 3.4.3.22である。「空地１×建築１」および「空地１×

建築３」クラスタに属する事例の敷地規模のうち 2000 ㎡以下の事例は「空地１×建築１」

で 42％、「空地１×建築３」で 69％を占めることがわかる。さらに 3000 ㎡以下とすると

「空地１×建築１」で 67％、「空地１×建築３」では 92％まで比率が上昇することがわか

写真- 3.4.3.19 空地の設えに配

慮が少ない事例 

 
写真- 3.4.3.20 狭い歩道状空地の事例 
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る。敷地の形状や建物の配置によってはある程度まとまった広場状公開空地を取ることも

可能と思われるが、敷地規模が小さいときには空地の形状に対する規制要因として、より

強固なものとなる。このような状況において、空地の有効係数の高い歩道状公開空地を採

用することは、非空地率を大きくし、建物の計画にそれだけの自由度を与えることとなる。

従って、敷地規模が小さいものは接道部分に幅の狭い歩道状空地が設置される傾向が強い。 
空地の規模・形状に対して規制を設けることや、物理的にまとまった空地を取ることが

不可能な場合の、新たな手法、法的な仕組みを考慮する必要がある。 
 

 
ｳ) 空地の「開放性」に関して 

東京都総合設計許可要綱によると、本来、公開空地設置の目的は「市街地環境の改善を

実現するもの」であり、管理は開発主に依存するものの、公共財としての性格が強い。そ

のため、原則として不特定多数の人が利用可能となる。

しかし、実際の公開空地を調査すると、植栽やポール・

チェーンといった障害物によって利用が規制されてい

たり、接道部の植栽により視界的な開放性が妨げられ

たり、奥に公開空地を配置することによってプライバ

シーの高い空地になる事例が多いことがわかった。 
また、東京都や各区で制定している緑化条例では、

敷地の規模による違いはあるものの、空地形状や周辺

環境への配慮を欠いた一律な接道緑化基準が設けられ

ている。これは、植栽による物理的・視認的障害を招

く原因になっている。一方、プライバシーの高い公開

空地は、ホテルや共同住宅に多く見られ、セキュリテ

ィの問題と強く関連していることから、一概に一般へ

の開放を義務付けるとことは出来ない。敷地の規模や

形状の影響も考慮した上で、段階的な公開空地の設定

を行うことが必要である。 
 

 

図- 3.4.3.21 「空地１×建築１」クラスタ

に属する事例の敷地規模の分布状況 
図- 3.4.3.22 「空地１×建築３」クラスタ

に属する事例の敷地規模の分布状況 

 
写真- 3.4.3.21 植栽による利用

規制 

 
写真- 3.4.3.22 敷地の奥に配置

された空地 
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b) 公開空地制度に対する提言 
現況における公開空地の課題を踏まえ、これを改善するため、公開空地制度に対して、

①歩道状公開空地の有効係数の見直し、②空地の設えの規制、③段階的公開空地の導入、

の 3 つの提言を行う。それぞれが独立して検証されるものではなく、統括的に空地の質を

向上させることを目的とした具体的な指標作りが望まれる。 
ｱ) 歩道状公開空地の有効係数の見直し 
・ 都市環境への寄与度の低い歩道状空地の軽減を図るとともに、ポケットパーク的なオープ

ンスペースを創出することを目的に、原則として歩道状空地の有効係数を１もしくはそれに

近いものまで低減する。 

・ オープンスペースとして機能する、奥行きのある歩道状空地について、を具体的な数値と

して定め、高い係数を与える。 

・ 歩行者にとって有効に機能する歩道状空地に対しても、歩行者ネットワークのような高次

のマスタープランによってエリアを制定し、現行の係数を採用する。 

現状では、歩道状空地に対しての係数が最も大きいため、非空地率を高め、建物の計画

に自由度を持たせる手段として、歩道状公開空地が活用されている。歩道状空地は、道路

境界線より４ｍまでの空地と規定されており、本来の歩道状空地の目的である細街路の環

境改善には貢献するものの、街路景観や都市オープンスペースとしての寄与度は小さい。

実際の歩道状空地を調査すると、幅の比較的狭い、歩道の付設されていない道路に対して

は、歩行者に有効である箇所もあるが、建物がセットバックしたのみの事例も多かった。 
ｲ) 空地の設えの規制について 
・ 緑地率、ベンチの数（または長さ）、ペイブメントの仕上げ、樹木の種類、障害物の制限

等によって設えをコントロールし、公開空地の質を高める。 

・ 周囲環境への影響を考慮した上で、公開空地での商業的アクティビティも認可し、公開空

地の利用を促すことで、ソフト面からも公開空地の質の向上を図る。 

現状では、「空地１×建築１」クラスタに属する事例に見られるように、空地自体は小

さいながらも広場状空地が確保されているにも拘らず、利用者に配慮した計画が施されて

いないため、単なる空き地的オープンスペースになってしまっている公開空地が存在する。 
ｳ) 段階的公開空地の導入 
・ 敷地の規模・形状も考慮しながら、まとまりをもった開放性の高い広場状空地の設置を義

務付ける。 

・ 空地の係数は、歩道状空地の見直しで提言した奥行きのある歩道状空地と同程度に高くす

る。 

・ 奥へと配置される公開空地に関しては、時間や曜日などによる一部閉鎖を認めるものとす

る。 

(セキュリティの高さを確保しながら、環境に寄与する公開空地を量的に創出することが出来

る) 

現状では、ホテルや共同住宅のように、不特定多数の人の侵入を好まない用途の場合、

公開空地が敷地の奥へと配置され、高いプライバシーを有する場合が多い。公開空地の原
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則として、利用者を制限するものではないが、実際は、気軽に利用することは困難である。

セキュリティの問題は、特に近年重要な社会問題であり、公開空地の開放性と閉鎖性をい

かにバランスよく混在させるかが重要なポイントとなる。 
 

c) 将来の課題 
これまで、公開空地の目的である「市街地環境の改善を実現するもの」という評価基準

をもとに、現況の公開空地を事後評価することで、事前の法規制の期待効果と事後の現況

公開空地の実質的効果の比較を行った。特に総合設計制度の動学的不整合について分析・

考察を行い、それを是正するための提言を行ってきた。本段ではその提言を都市環境の向

上という目的に対して、より有効な提言とするために必要と思われる事項を将来の課題と

して提示する。 
 

ｱ)  公開空地の評価と空地の有効係数見直しの検討・検証 
公開空地の質を向上していくために、現在の総合設計制度の見直しが必要と思われるが、

それに先立ち、以下の事項の検討が必要である。ただし、これらの事項は独立して検討さ

れるものではなく、公開空地の「質」を評価基準とし、統括的に検討・検証されなくては

ならない。 
i) 公開空地の「設え」に対する規定 

公開空地の設置基準において設えをコントロールすることで、ある程度の公開空地の質

の改善が期待でき、ＧＩＳ分析で示したようなポケットパーク・ネットワークの実現も期

待できる。本研究で調査した空地の形状・広さ・緑地率・植栽形状・ペイブメントのデザ

イン・座具等・親水空間など、空地の設えに対しての具体的な制約事項を、実例を詳細に

調査しながら検討していく必要がある。 
ii) 有効係数の見直しと自由裁量による係数調整 

現況の歩道状公開空地の効果を検証し、新たな有効係数を検討する。また、周辺環境を

考慮した自由裁量型による係数調整の可能性の検討も必要と思われる。その場合、評価・

判断を行政が行うのか、民間が行うのか、エージェントのインセンティブをどのように設

定したらよいのかを検討する。 
iii) 緑化条例との整合 

総合設計における公開空地に対する、緑化条例の接道緑化基準の特別処置を検討する。

現況では一律に接道距離に対しての比率で接道緑化が規定されているが、奥行きのない歩

道状空地と奥行きのある広場状空地に対しては、それぞれ接道緑化と同等の効果が得られ

る代替案を検討する。 
iv) 建物内公開空地の有効係数設定 

建物内公開空地を定義するとともに、その有効係数を検討する。開放性とセキュリティ

の問題が生じるので、係数は低減しなくても利用時間の制限ができるような緩和処置も検

討する。その他の事項としては、空間のボリューム・空間の設え・空間の設置階・空間へ

のアクセス方法など、詳細な検討が必要である。 
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ｲ)  高次のマスタープランの策定 
公開空地に代替する容積緩和に対しての代償案は、その開発敷地周辺だけでなく、広域

的な環境インフラの整備目標が必要である。それを遂行するための高次なマスタープラン

の事前策定が必要である。 
i) 緑のネットワーク 

ポケットパーク・ネットワークを含めた、広域的の緑のネットワークを検討し、プライ

オリティの高い評価基準として、緑化条例と公開空地の設えの整合を図る。私有地の緑化

との積極的な連携も期待される。 
ii) 都市河川再生マスタープラン 

広域的な都市河川再生のための整備事業計画のマスタープランを検討・策定する際に、

最終的な目標とともに、環境インフラ再生補助制度を運用するためのタイムスケープを考

慮した事業規模・工程を検討する。 
iii) 歩行者ネットワーク 

主に現在生活道路として機能している細街路で歩車の分離が十分に行われておらず、歩

道状空地の設置によりその改善が期待されるエリアを設定するとともに、広域的な歩行者

のネットワーク形成を目的とする。また、緑や河川のネットワークとの連携が望ましい。 
 

ｳ)  公開空地に代替する代償制度の適用基準の設定 
本研究で、現況の公開空地に代替する代償制度として、建物内公開空地の提案を行った

が、開発主によっては、より広いフロアを計画したいためにこれら提案された制度が、逆

のインセンティブとして働く可能性がある。すなわち、地盤レベルで質の高い公開空地が

設置できるにも拘らず、開発負担金制度を適用するというケースである。そのため、広域

的都市環境を考慮した上での公開空地に代替する代償制度の適用基準を設定する必要があ

る。 
i) 街並誘導型地区計画地域における最高高さの再検討 

総合設計制度で容積緩和を受けた場合、その大部分において建物の高さは高くなる。そ

のため、多くの場合、街並誘導型地区計画で規定された最高高さを超越することとなる。

従って、最高高さ（軒線）の再検討および、建物内公開空地の設置可能エリアを検討する

必要がある。 
ii) 周辺地域へのインパクトの検証 

これまでの環境アセスメント的なインパクトの検証に加えて、都市防災的な観点からの

周辺環境へのインパクトの検証が必要である。総合設計制度によって建物の規模が大きく

なればそれだけ収容人員も増える。公開空地には、災害時に一度に大人数の一時的滞留を

可能とし、周辺地域へのインパクトを低減する機能がある。したがって、代替案を選択す

る上で、公開空地と同等の防災機能を周辺環境が備えているかどうかを検証する必要があ

る。 
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iii) オルタナティブ・エリアマップの策定 
公開空地に代替する代償制度（オルタナティブ）が適用できるエリアを示した地図の策

定が必要である。ここではこの地図をオルタナティブ・エリアマップと呼ぶ。マップにし

たがって代替代償制度の適用地域が設定され、その地域内の開発主はオルタナティブを選

択する権利を有する。このオルタナティブ・エリアマップを策定する上で、上記二項によ

る検証のほかに、高次のマスタープランとの整合も図る。 
 

ｴ) 割増容積に代替するインセンティブの検討 
これまでは代償の代替に焦点を当てて調査・研究を進めてきた。一方、インセンティブ

としては、既存のものでは、基準法の斜線制限の緩和や容積緩和等、建物の上乗せ容積が

挙げられるが、土地価格の上昇問題も絡み、インセンティブとしての効果を持ち続けると

は考えがたい。より効果的な都市環境の改善を目指す上で、代替となるインセンティブを

検討する必要がある。 
i) 税優遇処置および補助金制度の検討 

金銭的優遇処置は公開空地のインセンティブとして最も有効なツールといえる。しかし、

本来の環境向上という目的に対して、十分に機能するかどうかは実際には事後的に評価し

ていく必要がある。柔軟性の高い適用基準の検討が必要である。 
ii) 都市環境に対しての意識の向上 

都市環境そのものがインセンティブになるのが理想的である。歴史的な街並みを維持し

ている市町村では、都市環境自体が不動産価値に結びついている事例も存在する。このよ

うに都市環境が不動産価値に影響を与えるようになれば、開発主の資産価値もあがるため、

直接的なインセンティブとしての効果が期待できる。そのためには都市環境に対しての行

政・住民双方の意識の向上が必要である。 
 

ｵ)  超高層ビルゾーニング法の検討 
これまでは、主に地盤レベルについて議論を行ってきたが、超高層ビルの建設の進行す

るにつれ、乱立する超高層ビルが都市環境のみならず、都市景観に与える影響も看過でき

ないものとなりつつある。通風や採光、日影といった環境工学的視点とは違い、都市景観

においてはその評価基準の設定が困難であるが、ボストンで見られるように超高層ビルに

対してのゾーニング規制を行うことによって、地域全体の価値を向上させるような都市環

境を創出することも可能と思われる。また、今後、公開空地のあり方と併せた超高層ビル

ゾーニングの可能性について検討・検証する必要がある。 
以上を、将来の課題として挙げるが、前述したように事前にルール策定のための検証を

綿密に行ってもその性質上、動学的不整合性を排除することは困難である。このような継

続的な事後評価・検証をおこなうことにより、それらを軽減していく努力が必要である。 
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5) （参考資料）既存の法規制について 
a) 公開空地の有効係数 
次の各号の一に該当する一の公開空地の有効係数は、当該各号に掲げる数値とし、各号

の二以上に該当するものにあっては、これらの数値を乗じたものとする。ただし、敷地の

同一部分の上下にわたってそれぞれ別の公開空地を設ける場合において、当該公開空地の

いずれかが歩道状空地であるときは、これらの数値を乗じた係数に 0.5 を加えた数値を、

いずれも歩道状空地でないときは、1.5 をそれぞれ限度とする。 
ｱ) 歩道状空地 
歩道状空地（幅員が４ｍ以下で道路との高低差が 1.5ｍ以下のものに限る）の有効係数は、計

画する地域ごとに、連続（二辺以上の連続を含め、出入口等による分断は必要と認められる

範囲で連続とみなす）する歩道状空地の長さに応じて下表の当該各欄に掲げる数値とする。 

 

ｲ) 広場状空地（ピロティ等及び人工地盤等の部分を除く） 
 ピロティ等及び人工地盤等の部分をのぞいた面積が 300 ㎡以上の一の広場状空地で、幅

員が６ｍ以上の道路、歩道状空地又は貫通通路に接するもの 
a.道路等に面するもの：1.2    b.道路等に面しない部分：0.6 

 これ以外のもの 
a.道路等に面するもの：1.0   b.道路等に面しない部分：0.6 

ｳ) 貫通通路 
 屋外貫通通路   ：1.0 
 屋内貫通通路   ：0.4 ～ 1.0（その規模、形態に応じて） 

ｴ) アトリウム    ：0.4 ～ 1.0（その規模、形態に応じて） 
ｵ) ピロティ等 

 天井の高さが５ｍ以上で、かつ、奥行きが当該高さの２倍以内の部分   ：0.8 
 天井の高さが５ｍ未満で、かつ、奥行きが当該高さの２倍以内の部分   ：0.6 
 その他の部分                            ：0.4 

ｶ) 人工地盤等（次の(ア)～(オ)の二以上に該当する場合はその最大値とする。） 
人工地盤等とこれに有効に通じる道路等の公共施設又は他の公開空地との関係が 
 高低差 1.5ｍ以下：1.0 
 人工地盤等が低い位置にあり、その高低差が 1.5ｍを超え 3ｍ以下：0.8 
 人工地盤等が低い位置にあり、その高低差が 3ｍを超える：0.6 
 人工地盤等が高い位置にあり、その高低差が 3ｍ以下：0.6 
 人工地盤等がこ高い位置にあり、その高低差が 3ｍを超える：0.4 

 Ｌ＜20 20≦Ｌ＜40 40≦Ｌ＜60 60≦Ｌ＜80 80≦Ｌ＜100 100≦Ｌ 

都心部・副都心 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 

環状７号線の内側 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 

その他の区域 1.3 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 

Ｌ ： 長さ 

都心部 ： 区部中心部整備指針で定める「都心部」の区域 

副都心 ： 副都心整備計画及び臨海部副都心まちづくり推進計画に定める区域  ※その他の部分  ：1.0 
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b) 東京都および港区、中央区、千代田区における緑化条例一覧 
ｱ) 東京都と都心３区の緑化基準 

ｲ) 接道部緑化基準 
・ 基準接道部緑化延長＝接道部長さ×接道部緑化率 

  接道部緑化率 
 

 

 

施設    敷地面積
300 ㎡ 

未満 

300 ㎡以上

500 ㎡未満

500 ㎡以上

1,000 ㎡未満

1,000 ㎡以上

3,000 ㎡未満

3,000 ㎡以上

10,000 ㎡未満

10,000 ㎡以上 

30,000 ㎡未満 

30,000 ㎡

以上 

東京都 6/10 7/10 8/10 

千代田区 4/10 6/10 7/10 8/10 

中央区  5/10 6/10  

住宅・ 

宿泊施設 

港区 6/10 7/10 8/10 

東京都 3/10 5/10 6/10 7/10 

千代田区 2/10 3/10 5/10 6/10 7/10 

中央区  2/10 3/10  

事務所・ 

店舗・工場 

港区 3/10 5/10 6/10 7/10 

東京都 6/10 7/10 8/10 

千代田区 5/10 6/10 7/10 8/10 

中央区  5/10 6/10  

学校 

・庁舎等 

港区 6/10 7/10 8/10 

東京都 7/10 8/10 

千代田区 6/10 7/10 8/10 

中央区  6/10 7/10  

屋外運動・ 

競技施設・ 

処理場 
港区 7/10 8/10 

東京都 3/10 6/10 7/10 

千代田区 2/10 3/10 6/10 7/10 

中央区  2/10 3/10  
その他 

港区 3/10 6/10 7/10 

東京都（敷地面積 1,000 ㎡以上、公共施設は 250 ㎡以上で都に提出） 

千代田区（敷地面積 500 ㎡以上、1,000 ㎡以上は都にも提出）  

中央区（敷地面積 300 ㎡以上 1,000 ㎡未満のみ区に提出） 

 面積 規制緩和 

 総合設計制度等の規定の適用 

 ある ない 

 

地
上
部
の 

基
準
緑
化 （敷地面積－建築面

積）×0.3 

①、②のうち小さい方 

①(敷地面積－建築面積）×0.2 

②(敷地面積－(敷地面積×建坪率×0.8))×0.2

地上部での緑化が困難な特段の理由

がある場合は、建築物上で樹木による

緑化面積（固定式植栽基盤に限る）に

振り替えることができる。 

 面積 規制緩和 

 総合設計制度等の規定の適用 

 ある ない 

 屋上の面積×0.3 屋上の面積×0.2 

建築物上の緑化が困難な特段の理由

がある場合は、地上部における樹木に

よる緑化に振り替えることができる。

 

建
築
物
上
の 

基
準
緑
化 

港区（敷地面積 250 ㎡以上は全て区に提出、都と一元化） 

 面積  規制緩和 

 A+B: A=敷地面積×緑化率 a   B=延べ床面積×緑化率 b

 緑化率 a 緑化率 b 

 敷地面積 緑化率 建物用途 緑化率

 1,000 ㎡未満 3% 

 1,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満 4% 

 3,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 5% 

事務所、店舗

工場、学校、庁

舎等、その他

2.5％

 5,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満 6% 

 10,000㎡以上30,000㎡未満 7% 

 

基
準
緑
化 

30,000 ㎡以上 8% 

住宅、共用部 1% 

・屋上、ベランダ、壁面等を緑化する場合は、緑化するそ

れぞれの面積の 3/4 を建築物の緑化面積に算入する。（屋

上・ベランダ→土壌厚が 30cm 以上確保されている場合、

壁面→地上部に植栽し登はんさせるもの） 

・次の条件を満たす、既存の樹木を残す場合は、基準緑化

面積の 50%を上限として、その面積に 2を乗じた面積を算

入することができる。（地上 1.2m の高さにおける幹の周

囲が 1.0m 以上の樹木・面積が 100 ㎡以上の一群の樹木・

長さ 20m 以上の生垣） 

・特段の理由により基準の達成が困難認められる場合はこ

の限りでない 
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(3) 超高層建築群の都市形態および景観 
1) 背景と目的 

近年、東京の既存市街地や東京湾を中心としたウォーターフロントにおいて、超高層ビ

ルによる再開発事業が頻繁に行われている。前段では超高層ビル再開発の副産物ともいえ

る公開空地について調査・分析を行ったが、本段では超高層ビルそのものの都市景観へ与

える影響について調査・分析を行う。 
これまでも超高層ビルの都市や環境への影響について議論はされてきているが、主に超

高層ビルの気流への影響をシミュレーションする模型を使った風洞実験や、ビルが作り出

す日影に対しての検討等、環境工学的な観点からのものが多い。これらの環境工学的影響

に対しては、結果を数量として把握することが可能であるため、評価のための判断基準が

設定しやすい。一方、景観に対しては、その評価は概念的であるという認識が一般的であ

り、定量化することが難しく、その判断基準を提示することがきわめて困難である。既存

市街地のような歴史的背景を有した街並みに対しては比較的共有概念として景観を文章や

図によって評価しやすいのであるが、超高層ビルは歴史的にも新しく、その影響範囲もき

わめて広いこともあり、超高層ビルの景観への影響が議論されることはほとんどなかった。 
本段では超高層建築群による都市景観や既存コンテクストに対する影響を 3D モデルを

使用したコンピュータグラフィックにより検証し、その問題点を指摘し、都市景観に配慮

した超高層ビルのデザイン・スケールコントロールを提言する。 
 

2) 研究の対象地 
研究の対象地としては、江戸時代からの旧市街地、明治時代以降の埋立地の両方を含み、

市街地型の再開発とウォーターフロント側の再開発の両方の都市形態・都市景観を検証す

ることができる東京都中央区全体とした。 
 

3) 研究の流れと手法 
まず、（イ）中央区の基礎的建物情報として、東京都都市計画基礎調査データベース GIS

（平成９年度版）を用い、中央区の土地建物の 2D のデジタルマップを作成した。この 2D
デジタルマップを 2003年度版のゼンリン住宅地図データをもとにデータの更新を行った。

（ロ）さらにデータベース GIS、ゼンリン住宅地図および現地調査に基づき、すべての建

物に高さ情報を与え、土地の起伏も含めた 3D デジタルマップを作成した。同時に東京都

および中央区の行政データをもとに各開発の種別の特定を行い、法制度と超高層建築との

関連性も調査した。（ハ）本研究において 15 層以上を高層建築物、30 層以上を超高層建築

物と定義し、その種別を色分けにより 3D デジタルマップに反映させた。また、法制度に

ついては、特に中央区においては既存市街地に広大なまとまった土地を確保することは難

しく、特定街区制度と総合設計制度の二つの制度の適用による高層建築物がほとんどなの

で、この二つの制度のうちどちらによって建設されたかを色分けにより 3D デジタルマッ

プに反映させた。（ニ）この 3D デジタルマップをもとに鳥瞰的視点による都市形態と俯瞰

的視点による都市景観の双方に関する現況の検証と分析を行った。鳥瞰的視点は GIS の建
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物データに高さを与えたもので検証・分析を行い、俯瞰的視点の方は、その GIS の 3D 土

地建物データを 3D デジタルデータを扱うアプリケーションにてカメラを設置し、その中

で現況における都市景観を検証・分析した。 
 
4) 高層建築物と法規の関係性 
a) 東京 23 区における高層建築物数 

東京 23 区内における高層建築物（高さ 45ｍ以上）の数量を各区ごとに示したのが図- 
3.4.3.23である。これを見ると、都心 3 区である千代田、中央、港区がほかと比べて高層

建築物の数が多いのがわかる。ついで、副都心であり、移転した都庁の存在する新宿区が

中央区に迫る勢いである。その他では渋谷区、品川区等、利便性の高い地域に高層建築物

が多い。逆に練馬、北、足立区など周縁部の区は比較的広大な土地があるにもかかわらず、

利便性の面で高層建築物への依存度が低い。今後の展望としては、近年のウォーターフロ

ント開発を鑑みると、江戸川区、江東区の高層建築物の数が増えていくものと予想される。

また、都心 3 区においても比較的広大な土地の多い、千代田、港区はもちろんのこと、個々

の土地の小さい中央区においても、地区計画により高層への誘導を行っているので、将来

的に更に高層建築物が増えていくことが予想される。 
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図- 3.4.3.23 東京 23 区における区別高層建築物数（高さ 45ｍ以上） 

 
b) 都心 3 区における高層建築物と法制度の関係性 

次に、都心 3 区における高層建築物と法制度の関係性について検証してみる。図- 
3.4.3.24は都心 3 区における 60m を超える高層建築物と、建設時に適用された法制度の関

連を示したグラフであり、図- 3.4.3.25はその特定街区制度と総合設計制度による建物分布

を 3D デジタルマップ上で示したものである。『市住総』とは市街地住宅型総合設計のこと

で、住居用途中心の高層建築物に適用される総合設計制度である。このグラフを見ると、

千代田、港区に比べ、中央区内の高層建築物が特定街区制度よりも、総合設計制度に依存

している割合が高いことがわかる。実際、図- 3.4.3.25を見てみても、総合設計制度を適用

して開発された高層建築物が多いのがわかる。 
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これは総合設計制度が

適用されるのが 500㎡以

上の敷地で特定街区より

も小さな敷地に適用され

るため、個々の敷地面積

の小さい中央区ではほか

の 2 区に比べ総合設計制

度への依存度が高くなっ

ており、特に都心部側の

江戸時代より続く既存市

街地部分においてその傾

向が著しい。将来的にも

中央区においては総合設

計制度への高い依存度は維持されていくと考えられる。もう一つの特徴としては、中央区

では昼夜間人口の差が大きく、夜間人口の確保が都市政策の大きな課題となっているため、

市街地住宅型総合設計が適用されることが多い。この制度の適用により、一般型の総合設

計制度を適用して高層建築物を計画した場合よりも多くの床面積を確保することができる。

このため、都心部側の既存市街地部分だけでなく、隅田川沿いのウォーターフロント地域

の比較的広大な敷地においても、総合設計制度を適用するケースが多い。 
 

 
図- 3.4.3.25 中央区適用制度別高層建築物分布図 

黄色の建物は特定街区制度適用高層建築物を、青色の建物は総合設計制度適用高層建築物を示す。 
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この総合設計制度とは別に、銀座や日本橋など、中央区の制定する地区計画によって高

層化が誘導されている地区においては、手続きのわずらわしい総合設計制度よりも比較的

容易な申請確認手続きによって高層建築を建設することが可能である地区計画適用による

高層化が進むものと予想される。ただし、旧市街地では個々の敷地面積が小さいため、総

合設計制度を適用するにせよ、地区計画を適用するにせよ、土地を統合しある程度の敷地

面積を確保していく必要があるので、統合が可能になった敷地から順次高層化していくも

のと思われ、無計画に高層建築物が乱立していくものと予想される。 
 

5) 中央区における都市形態の検証・分析 
図- 3.4.3.26は中央区における土地建物の 3D デジタルマップ上に高層および超高層建築

物の分布状況を落とし込んだものである。中央区はもともと埋立地で江戸時代に町人地と

して利用された土地が多い。そのため、山の手の武家屋敷街と比較すると、一つ一つの土

地が比較的小さく、街区もグリッド状に整備されている。従って、大規模なまとまった土

地を既存市街地内で確保することが難しくなっている。この影響は図- 3.4.3.26においても、

認めることができる。江戸時代から人の住んでいた既存市街地（都心部側）において、15
階建て以上の高層建築はいくつか認めることができるが、30 階以上の超高層建築物はほと

んどない。一方で、近代まで工場地として利用されていたウォーターフロントには移転し

た工場跡地や、新たな埋立地など比較的広大なまとまった土地を確保することが可能とな

り、超高層建築物による都市再開発が行われている。一部築地や豊洲あたりに低層建築物

が認められるが、これらは古くからの市場や現在も稼動している工場である。従って、中

央区の都市形態については、比較的高さの押さえられた都心部側の既存市街地と、局所的

に超高層建築群が乱立するウォーターフロント地域に二極化されていることがわかる。 
この二つの領域を細かく見てみると、都心部側の既存市街地の中でも、より皇居に近い

中心部ではほとんど高層建築物は認められない。ほとんどの高層建築が海方向の周縁部、

特に隅田川沿いに集結しているのがわかる。ただし、中央区は地区計画によって土地の統

合や住宅附置を条件に、日本橋および銀座地区における高層建築物の建設を可能としてい

るので、将来的には中心部においても高層建築が建設される可能性は大きい。 
一方、ウォーターフロント地区においては、東京の中心部という利便性の高い場所であ

るため、ほとんどの広大な土地は床面積を最大限確保できる超高層建築物によって開発さ

れている。また、現状では老朽化した木造住宅密集地域である月島地区も、既存不適格建

築物や基準法上建て替え時に床面積の減少する建物が多いため、個別の建物更新はなかな

か進まず、土地統合による高層建築物の建設が無計画に行われ、高層建築物によって虫食

い状態的に既存市街地部分が侵食されているのがわかる。いずれにしても、土地の利用状

況、形態、基準法による建築規制などによって高層建築物が建設される土地が決められて

おり、都心部側の既存市街地とウォーターフロントという大きな区域分けは見られるが、

広域的には超高層建築物の建設は統制されていない。将来的な予想としては、前述したよ

うに本土側の既存市街地においても高層建築が乱立していくことが予想され、ますます混

沌とした都市形態を形成していくものと予想される。 
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図- 3.4.3.26 中央区高層・超高層建築物分布図 
※オレンジの建物は 15 階以上の高層、赤い建物は 30 階以上の超高層建築物を示す 

 

6) 中央区における都市景観の検証・分析 
ウォーターフロントの超高層建築群のアイレベルにおける俯瞰的視点から見た都市景観

が図- 3.4.3.28である。この図は隅田川から大川端リバーシティ 21 を望んだものである。

隅田川の両側に超高層建築物が建っているのであるが、川が超高層の巨大なスケールに十

分耐えうるほどの広さを有しているため、ほとんど圧迫感は感じられない。また、川の両

側にバランスよく超高層建築物が建てられているため、アイレベルの景観としてもとくに

劣悪なものとなっていない。 
また、角度を変えて、リバーシティ 21 を月島から望んだのが図- 3.4.3.27である。この

パースから、近景としての月島の町並みが狭い道路に密集している低層建築物によって構

成されているため、その街路景観が景観要素として強く影響し、遠景としての超高層建築 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図- 3.4.3.28 隅田川よりリバーシティ

21 を望む 
図- 3.4.3.27 月島よりリバーシティ 21

を望む 
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群はほとんど都市景観上、影響を与

えていないことがわかる。実際の月

島では、植木や自転車等、歩行者空

間におけるヒューマンスケールをさ

らに強調するアイテムが雑然と存在

しているため、このシミュレーショ

ンによるパースよりも、もっと近景

に意識が集中するものと思われる。 
一方、都心部側の既存市街地であ

るが、現在のところ、高層建築群に

よる景観の変化はほとんど見られな

い。図- 3.4.3.29は銀座の中央通りの街路景観である。これを見ると、現在、すでに中層建

築物によって街路空間が囲まれているため、遠景としての超高層建築物が都市景観に与え

る影響は少ない。従って、都心部側既存市街地において高層建築物の都市景観への影響を

考える場合は、遠景ではなく近景に対しての影響が重要となってくる。銀座の場合、中央

区の地区計画により、最高高さ 56m まで許容されており、現在の建物のおよそ 1.5 倍の高

さまで建設することが可能となった。従って、街路の両側の建築物の高さが高くなること

により、街路空間の閉塞感が増大し、都市環境上、現在よりも劣悪なものとなる恐れがあ

る。更には前述したように、高層化するには土地の統合が必要となるケースが多く、すべ

ての建物が高層化するのは難しいと考えられる。従って、低層から高層まで、さまざまな

高さの建物で形成されたばらばらなスカイラインによる街路景観の劣悪化も懸念される。 

 

7) 考察 
中央区における都市形態は、高層・超高層建築群の建ち並ぶウォーターフロントと、既

存の中層建築物が密集する都心部側既存市街地とで大きな違いを見せている。将来的には

地区計画により本土側既存市街地においても高層建築物の建設が増加するものと予想はさ

れるが、60ｍを超える超高層建築物の建設にはまとまった広大な敷地が必要となってくる

ため、超高層建築物は将来的にもウォーターフロントに集中的に建設されていくものと予

想される。 
都心部側既存市街地における将来的な高層建築による都市形態への影響を考察すると、

土地の統合が幹線道路に面した土地を含んで行われるため、幹線道路沿いに高層建築物が

建設される可能性が高い。現基準法の結果もたらされた道路幅員による建物高さの格差は、

地区計画においても全体的に建物高さは高くはなるが、その関係は踏襲されることが予想

される。更に、地区計画の地区の決め方が基本的に行政区によるものであり、現況の都市

形態を尊重するものではないため、地区計画指定地域内と地域外との建築物の高さの格差

はより大きくなると考えられる。 
次に、日常生活上体感することのできるアイレベルでの俯瞰的都市景観に関して考察し

図- 3.4.3.29 銀座中央通の街路景観 
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てみると、まず、ウォーターフロントにおける超高層建築物群はスケール的にも景観的に

も適合しているものと評価できる。ウォーターフロントの都市景観に対してマイナスのイ

メージを超高層建築群が持たないとすると、都市環境上水際空間が重要な要素となってく

る。超高層建築群の足元の空地と水際の持つ特性を考慮した都市環境上有用な空間を提案

していく必要がある。 
また、月島からの景観でわかるように、ウォーターフロントの超高層建築群が既存の町

並みを都市景観上破壊することは少ない。逆に月島地区内に建てられる高層建築群が近景

として月島の都市景観に与える影響の方が深刻である。従って、ウォーターフロントにお

いても月島のような強い地域特性を保持している既存の市街地を避けて超高層建築物を建

設していくことが望まれる。そのためには広域的視点による超高層建築物の建築規制が有

効と思われる。 
一方、旧市街地においては、遠景における超高層建築物群の影響はほとんどないものの、

近景における影響、特に高さと壁面線に対しての影響が大きい。前述したようにすべての

建物が高層化されることは考えにくいため、建物の高さがそろわず、また高層建築物の足

元の公開空地により、壁面線も不ぞろいとなることが予想される。さらに将来的にすべて

の建物が高層建築物となったとしても、日当たりは悪く、ビル風は強くなると予想され、

都市環境としては劣悪なものとなる恐れがある。従って、緑のオープンスペースや並木、

歩車分離といった、高層建築物の足元における歩行者空間の環境向上がよりいっそう重要

となってくる。 
ウォーターフロントと旧市街地の両方の都市景観を検証してみると、川や道路など、十

分なオープンスペースが存在する場合には近景においても都市景観に超高層建築物群は悪

い影響を与えないことがわかる。また、現基準法によって、広い道路沿いには高層の建物

が、狭い道路沿いには低層の建物が建てられているため、中央区に限らず、東京において

は遠景としての超高層建築群が都市景観に与える景況はさほど大きなものではない。逆に

都市景観の観点では、近景となる建物の低層部におけるヒューマンスケールの維持が重要

な要素となっている。従って、平面的なゾーンによる超高層建築物の建築規制と垂直的な

ゾーンによる建築物のスケールコントロールが良好な都市景観を維持していくために有効

な手段となる。まとめると、これからの超高層建築物に対しての都市政策として、既存市

街地を尊重したゾーンによる超高層建築物の建築規制の検討が必要で、高層建築物の街並

みにおいては足元の空間、すなわちウォーターフロントであれば水際空間、既存市街地で

あれば都市環境上有効なオープンスペースや緑のネットワークなどを考慮した広域的法制

度を模索するとともに、歩行者レベルにおけるヒューマンスケールを確保するためのこれ

らオープンスペースや水際空間のしつらえや、建築物の低層部分のデザインコードを研

究・検討していくことが必要であると思われる。 
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(4) 東京ウォーターフロントにおける水際空間と周辺環境 
1) 背景と目的 

近世から日本が近代化過程において、水の交通の拠点となるウォーターフロントの土地

は、広大な埋め立て地が手に入れやすいこと、住宅地から工場を隔離できること、水運に

より材料・加工品の輸出入に便利なことなどの理由により、主として工業地帯として利用

されてきた。近年、産業構造の変革に伴い、都市計画の一環として身近な水辺をコミュニ

ティの中に取り入れるという構想のもと、従来の産業や運輸に特化されていた港湾地域を

人間の住環境として作り変えて行く動きが盛んになってきている。 
東京ベイエリアと呼ばれる地域は、大都市東京を中心とする首都圏の人々の生活と産業

活動に必要不可欠な物資を受け入れ、また首都圏で生産される様々な製品などを生み出し

ている一大物流拠点である。しかし、国際化が叫ばれる今日、東京の物流機能が持つ国際

競争力に加え、陸・海・空の交通の結節点である東京ベイエリアは、人・モノ・情報の集

まる場所として都市の活動を支え、新しい活力や魅力を創造し発信する様々な可能性をも

つ空間である。その可能性を最大限に生かすために特色ある豊かな都市空間を創出し、都

市全体のクオリティを高めていくことがこれからのウォーターフロント開発の大きな意義

であると考えられる。 
現在の日本のウォーターフロント開発は、開発地区内で見てみれば、水際にアクセスで

きる空間や超高層建築物の足元の空地・緑地など、人々に大きなアメニティを供給してい

ると言える。しかしその一方で、周辺環境を含むマクロ的な視点から見ると、都市再開発

に対する制度の整備は十分ではなく、超高層建築物がもたらす都市の景観や既存コンテク

ストに対しての影響などが再開発時に考慮されることがない。さらに、開発によって生み

出された公開空地のしつらえまでは規定されていないため、公開空地の持つ環境インフラ

としての可能性が十分にいかされていない事例が多い。 
これらの問題点は、80 年代以降の日本のウォーターフロント開発が、臨海部の工業地域

の衰退という条件をきっかけに、活発な欧米のウォーターフロント開発に触発されて促進

された感があり、海外のウォーターフロント開発に比べて明らかに計画年数が短いまま開

発が進行した結果生じたと考えられる。そして、ウォーターフロント開発が行われて十数

年が経った今、その再評価を行う時期を迎えており、これから行われる開発にとって、そ

の評価が重大な役割を果たすと言えるであろう。日本独自のウォーターフロントの特徴を

見出し、新たな可能性を生み出すことで、これからの開発を成功に導くことが重要である。

豊かな都市環境を創造していく上で、都市再開発プロジェクトの持つ影響力とその可能性

は大きいことは明白であるので、都市再開発プロジェクトの中心を担うウォーターフロン

ト開発の現況を把握し、その可能性を探り、現状の政策に対して提言を行っていくことが

重要であると考える。 
このような背景から本段では、現況のウォーターフロント開発がどのように都市に貢献

し、どのような役割を果たしているのかを把握する為に、各開発の水際空間の創られ方と

周辺環境に及ぼす影響、さらには法制度と開発の関係性という視点からウォーターフロン

ト開発を分析する。 
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2) 研究の対象地 
研究の対象地としては、中央区の大規模ウォーターフロント開発である“大川端リバー

シティ 21”と行政・民間の共同事業による大規模ウォーターフロント開発の初期事例であ

る横浜の“みなとみらい 21”を取り上げ、検証・分析する。 
 
3) 研究の流れと手法 

まず、（イ）東京都に保管されている東京湾の航空写真と、各プロジェクトにおける周

辺環境を含むアーバンフォーム（都市形態）を、開発前後とその後の 3 段階の断面（「時

系列断面」）を作成することにより、周辺環境へ及ぼす影響を考察する。次に、（ロ）水際

空間の創られ方と周辺環境に与える影響の関係性を探る為、各プロジェクトにおいて水際

と水際に面する建物低層部の創られ方を断面（「水際詳細断面」）で表し分析する。「水際詳

細断面」は、水際から建物低層部空間の創られ方を縮尺 300 分の１で表すこととした。尚、

各建物、水際空間の情報や開発手法等を簡単にまとめた表を併せて作成した。その表の項

目を以下で説明しておく。 
主用途：水際建築物の主用途 
緩和型地区計画：適用されている緩和型地区計画 
緩和型制度：建築基準法や都市計画法により適用されている緩和制度 
護岸形態：横内憲久が「ウォーターフロント計画ノート」で分類したタイプ 
低層部用途：水際建築物低層部の用途 
方位：水際空間がある方向 
容積率・建蔽率：緩和後（基準）を表す 
建物高さ：実際に建設された建物高さ 
最高高さ・壁面後退・デザイン制限：地区計画等で決定された事項 
水際歩行空間・ボードウォーク：歩行者が歩ける水際の空間の幅 
水面までの高さ：歩行面から水面までの距離 
樹木高さ：歩行空間に面する樹木の高さ 
ベンチ：歩行空間や敷地内にあるベンチの有無 
（ハ）最後に、各プロジェクトの分析と開発成立過程（特に地区計画等の種類と適用容

積緩和制度を中心として）を照らし合わせながら、開発手法とウォーターフロント開発の

特性の分析、考察を行う。 
尚、開発成立過程に関する情報を 11 のカテゴリーに分け、データシートとして見やすく表

すこととする。そのカテゴリーの内容は以下に示す。 
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一般型

市街地調整区域地区計画

容積誘導制度

容積適正配分

用途別容積型

街並み誘導型

立体道路制度

再開発地区計画

住宅地高度利用地区計画

沿道地区計画

集落地区計画

防災街区整備地区計画

地区計画

高度利用地区

特定街区

高層住居誘導地区

特例容積率適用区域

一団地認定

用途地域の変更

総合設計

緩和型制度 事業形態

市街地再開発事業

土地区画整理事業

新住宅市街地開発事業

工業団地造成事業

住宅街区整備事業

新都市基盤整備事業

一般型総合設計

大規模公開空地型総合設計

市街地複合住宅総合設計

再開発型総合設計

（業務商業育成型等総合設計）

共同住宅建替誘導型総合設計

都心居住型総合設計

土地利用転換型

新規造成型

開発プロジェクト

地区計画
緩和型
制度

総合設計

（市住総）
再開発

事業形態 事業主体

官民公共同型

平面計画

自由型 1985～2001 16年間
市街地

再開発
28.7ha 有

住宅市街地整備総合支援事業等

市街地開発事業

事業主体

官民組共同型

公組共同型

民間主導型

官民公共同型

平面計画

自由型

多街区型

一街区型

 
図- 3.4.3.30 開発成立過程データシート凡例 

 
4) 大川端リバーシティ 21 
a) 大川端リバーシティ 21 の概要 

大川端は、江戸時代から隅田川の河口にあった中州につくられた石川島播磨重工業株式

会社（以下 IHI）の発祥地である。その周辺の佃・月島では、IHI の下請け工場や、関連

企業などが立地し、築地市場で働く人々が古くから住む木造密集地が存在していた。この

IHI の移転に伴い、中央区の最大の問題点である夜間人口の減少を解決する為に、住宅団

地として大川端地区の開発をしていくという方針が地権者により決定した。しかしその後、

住宅だけでは事業収支が合わず、業務・商業系と住宅系を共存させた「複合市街地」とし

て開発を行うこととなったが、初期方針に従い、住宅の割合が多い再開発事業となった。

住宅型の開発の為、超高層建築物の足元のアメニティ空間の質を十分配慮し、比較的親水

性の高い空間を創造している。更に緑も足元のオープンスペースに適度に施され、住環境

の向上とともに、超高層建築物によって失われた足元のヒューマンスケールを補完してい

る。また、東京都が示すベイエリア全体の計画「東京ベイエリア 21」では大川端地区は都

心と臨海部の結節点となるような位置づけをしている。その為、交通インフラの整備を行

うことにも力を入れて開発されている。 
 

 

全景 歩行空間 水際親水空間 

図- 3.4.3.31 大川端リバーシティ 21 
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b) 大川端リバーシティ 21 の周辺地域への影響 
図- 3.4.3.32は大川端リバーシティ 21 の開発前、直後、現在の周辺を含めた航空写真と

断面である。開発される前は隅田川の両岸は低層の工場と住宅とに囲まれていた。まだ開

発自体、新しいものであるため、開発直後と現在とではほとんど変化は見られない。 
開発前と開発直後を比較してみると、大川端リバーシティ 21 と対称形をなすように隅

田川の反対側の川沿いにも超高層建築物が建設されている。これにより、現在見られるよ

うなウォーターフロントに並ぶ超高層建築群という都市形態が形成された。この川を挟ん

での対称性は都市形態だけでなく、水際空間にも及んでいる。リバーシティの開発による

水際歩行空間が整備されたことにより、対岸の隅田川テラスと対になり、水際空間に一体

性が生まれている。この一体となった水際空間と川が超高層建築群に対して適度なスケー

ルのオープンスペースとなっているため、景観としてみても破綻していない。 
隅田川両岸に比べ、その後背地については佃を除いて、全体的に建物の高さが高くなっ

ている。この現象とリバーシティ開発とを関連付けることはできないが、佃を除いた全体

で建物の更新が行われたことがわかる。その際、敷地の面積の狭い後背地は基準法の範囲

内で 1 層か 2 層くらいずつ高く建て替えられ、水際の埋立地や、工場地跡の広大な敷地が

確保できる場所では超高層建築物が建設されたものと思われる。そのため、リバーシティ

とそれに近接している佃とでは建物のボリュームに大きなギャップが見られる。ただし、

前章で分析したように、十分なスケールのオープンスペースが超高層建築群の足元に確保

されているため、超高層建築群は遠景となり、都市景観としてはそれほど劣悪なものとは

なっていない。 
 

c) 大川端リバーシティ 21 の水際空間 

図- 3.4.3.33は大川端リバーシティ 21 の水際空間の断面図である。水際の歩行空間はほ

とんど隅田川の水面との差がないので親水性の高い空間となっているが、隅田川の水量が

増加したときのために河岸の親水レベルよりも実際の建物のグランドレベルの歩行空間は

持ち上げられてはいる。 
超高層の 1 階部分にレストランをはじめとする店舗が設けられている場所では、建物側

に植栽は設けられておらず、歩行空間と親水空間の境界に９ｍ程度の樹木が植え込まれ、

視界的にも空間的にも親水空間と歩行空間を分断してしまっている。ただし、かみそり堤

防のように物理的に水際空間を生活空間から隔離するものではない。一方、１階から住宅

用との建物は住宅部分のプライバシーを確保するために建物側に植栽が配されており、水

際レベルから建物レベルまでが一体の空間として視覚的にも認識することができる。 
更に、いずれの場合においても、水際レベルと建物レベルの中間にもう一つの歩行空間

が設けられており、水際空間と建物の足元空間をつなぐ役割を果たしている。従って全体

としては、良好な親水空間として整備されているといえる。 
 

d) 法制度からの検証 

大川端リバーシティ 21 は特定住宅市街地総合整備計画（現住宅市街地整備総合支援事
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業）によって承認された事業であり、駐車施設、児童遊園、緑地、広場などの公共施設や

土地整備事業に対して、国からの補助を受けている。この特定住宅市街地総合整備計画の

目的は主要都心部における快適な居住環境の創出や、都市機能の更新、美しい市街地景観の

形成等を図りながら、都心居住や職住近接型の良質な市街地住宅の供給を推進であり、大都市

地域など既成市街地の工場跡地等において、住宅供給と市街地整備を総合的に行うことである。

従って、公開空地において細かい規定はないものの、質については都市環境向上に寄与すべく、

一定の判断基準が設けられている。 

また、建築物に対しては総合設計制度が適用されており、最大で２７０％の容積の上乗せが認

可されている代わりに、７５％の空地率を確保している。更に、この開発地域全体を一敷地とした

一団地認定を受けているため、比較的建物の配置に自由度があり、オープンスペースのランドス

ケープも考慮した一体的な計画が可能となっている。 

事業主は民間（三井不動産）主体で、一部住宅公団が関与しているので、事業収支上、低層

部に商業施設を設けてはいるが、現在の事業収支計算上、賃貸部分でないオープンスペースな

どの共用部分はイニシャルコストとして考慮されることはあっても、そのしつらえについては一切影

響を及ぼすことはない。従って、今回のように国から空地を含む公共施設に補助が出ている場合、

採算性を度外視した良好なランドスケープが形成されやすいと考えられる。 

まとめると、総合設計制度により物理的に空地が確保され、一団地認定により比較的自由どの

高い平面計画が可能となった。さらには特定住宅市街地総合整備計画の承認を受け、良質な公

共空間を提供することで国からの補助を受けることができたので、歩行者や環境に配慮さ

れた水際空間が大川端リバーシティ 21 では創出されたと考えられる。平面計画の自由度、

ランドスケープのイニシャルコストの問題が法制度によってある程度解決された事例であ

る。 
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図- 3.4.3.32 大川端リバーシティ 21 時系列断面図 

 

 
図- 3.4.3.33 大川端リバーシティ 21 水際空間断面図（商業施設） 
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図- 3.4.3.34 大川端リバーシティ 21 水際空間断面図（住居施設） 

 
図- 3.4.3.35 大川端リバーシティ 21 法制度の検証 
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5) みなとみらい 21 
a) みなとみらい 21 

横浜は、1923（大正 12）年の関東大震災、横浜大空襲、戦後の米軍による接収などい

くつもの苦難に遭遇しながらも大都市として、またその立地を活かし世界への窓口として、

日本の近代化に重要な役割を果たしてきた。しかし、高度経済成長以降、東京のベッドタ

ウンと化した横浜は、急激な人口増加により、道路、公園、文化施設などの都市基盤整備

が遅れ、様々な都市構造上の問題を発生した。その問題を解決し、活気ある世界の中の横

浜を目指す為、1965 年、横浜市はベイブリッジなどを含む「６大事業」を発表した。その

一つで「都心部強化事業」として開発が進められたのがみなとみらい 21 である。 
みなとみらい 21 地区は他のウォーターフロント開発と同じように、新規造成型の開発

であるが、敷地が広大なため、一プロジェクトの開発というよりは、新たな街を開発して

いく方に近い。そのためベッドタウン化による乱開発を防止し、全体の建築や用途をコン

トロールし、より良い市街地開発を進めるために、マスタープラン、地区計画等が盛り込

まれた横浜市市街地環境設計制度（1973 年に制定）制度が横浜市によって制定されている。 

  

スカイライン 開発区域内 ランドマークタワー 

図- 3.4.3.36 みなとみらい２１ 

 

b) みなとみらい 21 の周辺地域への影響 
みなとみらい 21 地区は、中央地区の東側半分と新港地区の一部しかまだ完成してない

ので、横浜ランドマーク、クイーンズスクエア、パシフィコ横浜が立地している街区の断

面を参考断面とした（図- 3.4.3.37）。「参考断面」からもわかるように、横浜港に向かって

きれいなスカイラインを描き出している。これはマスタープラン、地区計画で定められた

スカイライン形成の確保に沿って建設されているためである。しかし、開発地区内である

みなとみらい 21 地区に超高層建築群が集約され、開発地区外である桜木町では中層の建

築物が密集している。更に海から桜木町に向けてみなとみらい 21 地区内の超高層建築物

の高さが高くなっているため、ランドマークタワーを除き、開発地区の境界線沿いに高い

建物が建設され、開発地区内外の建物のボリュームの差をより一層大きなものとしている。

従って、境界線上にある交通インフラが大きな都市のエッジとなっている。 
水際空間へのアクセスについては、マスタープランによって水際まで 2 層レベルで建物

内を通過するアクセス通路が確保されているため、比較的、水際へのアクセシビリティは

良好である。また、ヒューマンスケールを逸脱する広大な公開空地を超高層建築物の足元

に配置する代わりに、建物内にアトリウムなどの公開空地を設けることによって、水際へ
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アクセスする歩行者空間のヒューマンスケールが維持されている。これにより、超高層建

築物それ自体が謹啓として意識されることが少なくなり、超高層建築郡の歩行者への心理

的圧迫感というものが軽減されている。従って、遠景においても近景においても都市景観

に配慮された計画であるといえる。 
 

c) みなとみらい 21 の水際空間 

みなとみらい 21 地区の水際空間の断面図が図- 3.4.3.37である。みなとみらい 21 地区で

は未整備の場所を含め、何種類かの水際空間が存在するが、ここではすでに開発の済んで

いる中央地区東側の水際空間を検証してみる。 
図- 3.4.3.38を見てみると、海沿いの親水レベルにおける歩行空間面と水面までの高さの

差は 0.5m と小さいため、干満の差がある海に対しては高い親水性を生み出している。こ

の断面には現れていないが、開発された市街地ではなく、公園の部分においては潮を内部

へ引き入れた実際に海水に触れることのできる親水空間も設けられている。また、海岸線

から建物まで十分な引きが確保されているために、急な段差を設けることなく、緩やかに

親水レベルから建築レベルまでレベルが持ち上げられている。従って、水際レベルにいる

人から建物レベルにいる人を認識することができ、水際から建物までの空間に一体感を生

み出している。 
水際空間のしつらえとしては、低層部に設けられた商業施設への配慮から、商業施設か

ら海への眺望が最重要視されている。そのため、水際の各建物は海に向かって開かれ、ベ

ンチではなく踏面幅が大きい階段へ人を座らせることにより、商業施設からの海への視界

を遮らないように工夫されている。また、海への眺望の妨げとならぬよう、植栽は最小限

に抑えられ、照明灯も背の低いものが使用されている。 
このように、低層部分の商業施設からの海への視線を遮蔽するものを最小限に抑えてい

るため、階段を除くと、樹木やストリートファニチャー等、ヒューマンスケールを演出す

る装置はあまり設けられていない。そのため、ややヒューマンスケールを逸脱している感

は否めないが、親水性の高さが辛うじて歩行者空間としての質の高さを維持している。 
 

d) 法制度からの検証 

みなとみらい 21 は、首都圏における核都市として首都機能を分担する先導的プロジェクトとし

て、21 世紀にふさわしいヨコハマの新しい都心を造る壮大な事業であり、広大なエリアにおいて、

多様な用途をもつ都心を長期にわたって開発する事業と位置づけられている。従って、地権者で

もある横浜市と民間地権者の共同により設立された（株）横浜みなとみらい 21 の監修のも

と、開発区域全体の将来ビジョンを示す地区計画として昭和 63 年、「みなとみらい 21 街づく

り基本協定」が締結された。この基本協定によって（１）建物用途、（２）建物形態（スカイラインおよ

び壁面後退）、（３）敷地規模、そして（４）公共空間・施設（ペデストリアンネットワーク、駐車施設、

屋外広告物）が規定されている。 

一方、建築物に対しては、横浜市市街地環境設計制度によって、細かく形態が規制されている。

この横浜市市街地環境設計制度は総合設計制度に類似したもので、有効公開空地面積に応じ
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た容積率の上乗せを認可している。 

事業主は民間であるが、「みなとみらい 21 街づくり基本協定」を遵守することを条件に土地を買

い上げ、開発するという形態をとっている。従って、民間主体の開発ではあるが、良好な都市環境

を創造するべく締結された基本協定のもと開発が進められている。しかし、バブル崩壊後の日本

経済の沈静化による民間開発の減少と、基本協定による建築規制により、みなとみらい 21 地区の

西側はほとんど更地のまま残されている状況である。この状況は、経済が復興し、さらにみなとみら

い 21 の開発によって生み出された都市アメニティへの評価が上がれば、将来的には改善されるも

のと期待される。 

まとめると、大川端リバーシティ 21 と同様に、物理的には横浜市市街地環境設計制度により物

理的な空地が確保され、行政が主体となって民間地権者との共同により締結された地区計画「み

なとみらい 21 街づくり基本協定」により、民間事業でありながら良好な都市環境や水際空間を創

出する開発となっている。 

 

 
図- 3.4.3.37 みなとみらい 21 時系列航空写真と鑽孔断面図 
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図- 3.4.3.38 みなとみらい 21 水際空間断面図 

 

 
図- 3.4.3.39 みなとみらい 21 法制度の検証 
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6) 考察 
今回、大川端リバーシティ 21 とみなとみらい 21 の二つの事例しか検証してはいないが、

ウォーターフロント開発における水際空間を含めたオープンスペースの作られ方は市街地

開発型の公開空地に比べ、歩行者への配慮がなされており、環境向上に貢献しているとい

うことができる。これは近年、国際都市化が進むにつれ、生活の質（Quality of Life）へ

の関心が高まり、都市アメニティをいかに創出していくかが事業を成功させるためにも重

要なファクターとなってきたことが背景としてあげられる。そのため、都市アメニティと

しての高いポテンシャルを保持する水際空間が積極的に利用されたと考えられる。 
もうひとつの理由として、通常の特定街区制度や総合設計制度より高次に位置するマス

タープラン、すなわち大川端リバーシティ 21 における「特定住宅市街地総合整備計画」

とみなとみらい 21 における「みなとみらい 21 街づくり基本協定」の存在をあげることが

できる。ウォーターフロントには国や地方行政体が所有する土地が多く、海という公共性

の強いアメニティを享受できるため、既存市街地に比較してかなり強制力の強いものとす

ることが可能である。このマスタープランは建築基準法のような数値による規定ではない

ので実際の空間の形態を規定するものではないが、大きな枠で空間の質をコントロールす

ることに成功している。また、地権者、事業主体によって、インセンティブの提示内容が

検討され、これらマスタープランの効用性を強めていることにも注目したい。 
一方で、ウォーターフロント開発は既存市街地開発に比較して強い規制によってコント

ロールされるため、これまでの収益法による収益の査定では採算が合わないと判断される

危険を孕んでいる。そのためみなとみらい 21 では西側の地区では民間への街区の売却が

なかなか進まない状況となっており、現在、暫定的に仮説的な商業施設が建設されている

状態である。しかし、大川端リバーシティ 21 やみなとみらい 21 といった都市アメニティ

型ウォーターフロント開発の集客能力を鑑みた場合、これまでの収益還元法では重要視さ

れていなかった都市アメニティの、環境だけでなく不動産価値へのプラス因子としての効

用も検討されるようになるものと期待される。 
既存市街地型開発に比較し、ウォーターフロント型開発がある程度、都市環境向上へ寄

与していることは認められたが、水際空間や歩行者レベルにおけるオープンスペースのし

つらえについては改善の余地がある。リバーシティのような住宅型開発においては歩行者

優先の外構計画がなされているが、みなとみらい 21 のように商業型の場合、外部空間が

低層部の用途により計画されている。そのため、外部空間を利用する人の視点でこのオー

プンスペースを検証した場合、必ずしも水際空間の都市アメニティとしてのポテンシャル

を十分に引き出しているとは言いがたい。 
また、大川端リバーシティ 21 とみなとみらい 21 は面的な開発ではあるが、東京湾や首

都圏といった広域的な視点によるウォーターフロント開発の位置づけを今よりも明確に示

すことが必要である。現在、マスタープランによって、比較的良好な水際空間が形成され

ているが、いずれも個々の開発の枠組みを超えたものではなく、相互間の補完効果や、環

境インフラのネットワークといったものの将来的なビジョンが明示されていないことから、

環境インフラの広域的整備も将来的な課題である。 
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(5) まとめ 
本研究では東京都心部における超高層ビル再開発事業の現状を調査し、１）現況公開空

地の都市への貢献度、２）超高層ビルの都市景観への影響、３）ウォーターフロント開発

の都市環境への貢献の３つの観点より分析・考察を行い、特に法制度との関係性から問題

点を指摘し、都市環境再生への提案・提言を行った。 
一連の研究の最終目的は都市における統括的な価値（Comprehensive Value）の向上に

よる生活の「質」（Quality of Life）の改善である。戦後、経済的後進国として西欧の先進

諸国に追いつくべく、経済優先主義による都市開発が繰り返されて来たが、21 世紀に入り、

成長期から成熟期を迎えた東京において、従来の 20 世紀型のスクラップアンドビルド型

都市開発からストック形成型都市開発への移行が最重要課題のひとつとしてクローズアッ

プされつつある。そのためには、都市環境整備、特に環境インフラの再生へと誘導してい

くためのマスター・プログラムを検討していくことが必要であると思われる。 
環境インフラ再生のためのマスター・プログラムは１）環境整備地区を指定し、２）タ

イムスケープを考慮した整備事業計画を策定し、３）実現のための仕組みを提示する。環

境インフラの再生事業はコストから見ても、その規模から見ても、長期的展望を前提とし

た計画が必要と思われる。このマスター・プログラムを事前に策定することで、評価基準

としての最終目標が設定され、仕組みが確立されるので、タイムスケープ（時間経過）の

中でさまざまなプレイヤーの参加を可能とし、最終的に地域全体の価値の向上を可能にす

るものと考えられる。 
本研究では環境インフラ再生に貢献する要素の中で特に公開空地に焦点を当て、新たな

政策提言を行ったが、最終的には環境工学、都市防災、都市交通など、都市の全体的な質

を向上するための統括的なマスター・プログラムの事前策定に寄与していくものと考えて

いる。 
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